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特　集 施政方針

収
　
　
入

　

町
税
の
収
入
に
占
め
る
割
合

は
、
こ
こ
数
年
減
少
傾
向
に
あ

り
、
本
年
度
も
昨
年
度
に
引
き

続
き
非
常
に
厳
し
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

支
　
　
出

　

平
成
22
年
度
か
ら
の
緊
急
財

政
対
策
に
よ
る
事
業
の
見
直
し

等
を
継
承
し
ま
し
た
。

※
平
成
24
年
度
予
算
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
広
報
さ
む
か
わ
予

算
特
集
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

総
合
計
画
の
基
本
目
標
を
推

進
す
る
に
あ
た
り
、
基
本
姿
勢

に
基
づ
き
進
め
ま
す
。

※
平
成
24
年
度
予
算
の
主
な
事

業
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

３
つ
の
基
本
姿
勢

●
町
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り

●
広
域
行
政
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

●
地
域
主
体
に
よ
る
行
政
運
営

５
つ
の
基
本
目
標

●
快
適
で
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま

ち
づ
く
り

●
環
境
と
共
生
し
た
う
る
お
い

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

●
安
心
で
生
き
が
い
の
あ
る
ま

ち
づ
く
り

●
豊
か
な
心
と
文
化
を
は
ぐ
く

む
ま
ち
づ
く
り

●
魅
力
あ
る
産
業
と
活
力
の
あ

る
ま
ち
づ
く
り

　

以
上
、
平
成
24
年
度
の
町
政

運
営
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な

方
針
と
施
策
概
要
に
つ
き
ま
し

て
、
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

今
日
の
寒
川
町
を
築
き
、
発

展
さ
せ
て
き
た
多
く
の
先
人
・

先
達
の
方
々
と
将
来
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
架
け
橋
と
な
る
私

た
ち
は
、
こ
の
ま
ち
に
対
す
る

「
誇
り
と
愛
着
」
を
次
の
世
代

へ
継
承
す
る
大
き
な
使
命
を
背

負
っ
て
お
り
、
今
抱
え
る
大
き

な
課
題
を
後
世
に
先
送
り
す
る

こ
と
は
、
決
し
て
行
っ
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
時
と
し
て

厳
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と

も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
、
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
た

先
に
は
、
明
る
い
未
来
が
待
っ

て
い
る
と
確
信
し
て
お
り
ま

す
。

　

私
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
常

に
そ
の
先
頭
に
立
ち
、
奮
闘
し

て
ま
い
る
こ
と
を
お
約
束
申
し

上
げ
ま
す
。

　

議
員
各
位
を
は
じ
め
、
町
民

の
皆
様
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
重
ね
重
ね
お
願
い

申
し
上
げ
、
私
の
平
成
24
年
度

の
施
政
方
針
と
い
た
し
ま
す
。

　

町
長
に
就
任
し
て
か
ら
、

様さ
ま
ざ
ま々

な
場
面
で
町
民
の
皆
様
と

お
会
い
し
、
防
災
対
策
や
今
後

の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
関
し
て

貴
重
な
ご
意
見
を
お
伺
い
す
る

と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
も
十

分
に
連
携
が
で
き
る
よ
う
、

様
々
な
調
整
を
図
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
町
長
と
い
う
重
責
を

全
う
す
る
た
め
に
は
、
町
民
の

皆
様
と
お
会
い
し
、
小
さ
な
声

に
も
耳
を
傾
け
、
共
に
考
え
、

町
政
反
映
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
改
め
て
得
心
し
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
明
日
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
育
成
」
に
関
す
る
施
策

●
少
人
数
学
習
等
を
通
じ
て
学

力
の
向
上
を
図
り
ま
す

●
「
地
域
の
せ
ん
せ
い
」
ふ
れ

あ
い
推
進
事
業
を
展
開
し
、

様
々
な
経
験
や
知
識
を
持
ち
、

地
域
の
中
で
活
躍
す
る
方
々
を

「
地
域
の
せ
ん
せ
い
」
と
し
て

講
師
に
迎
え
、
教
育
活
動
の
充

実
を
図
り
ま
す

●
特
別
支
援
学
級
を
旭
小
学
校

と
寒
川
東
中
学
校
に
新
設
し
、

旭
が
丘
中
学
校
に
１
学
級
増
設

し
、
障
害
の
あ
る
児
童
・
生
徒

一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
支
援
を
展
開
し
ま
す

　

新
た
な
特
別
支
援
学
級
の
設

置
に
つ
い
て
は
、
条
件
が
整
い

次
第
、
進
め
て
い
く
予
定
で
す

「
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」

に
関
す
る
施
策

●
家
族
で
防
災
対
策
に
つ
い
て

考
え
る
「
家
族
防
災
会
議
の

日
」
を
毎
月
１
回
設
定
し
、
町

民
一
人
ひ
と
り
の
防
災
意
識
の

高
揚
を
図
り
ま
す

●
標
高
を
入
れ
た
防
災
マッ
プ
の

更
新
、備
蓄
食
糧
の
購
入
、各
広

域
避
難
場
所
へ
の
ガ
ス
パ
ワ
ー
発

電
機
の
配
備
な
ど
防
災
対
策
の

充
実
を
図
り
、自
主
防
災
組
織

の
防
災
資
機
材
の
整
備
、更
新

等
を
支
援
す
る
た
め
、新
た
な

補
助
制
度
を
創
設
し
て
地
域
防

災
力
の
向
上
を
図
り
ま
す

●
防
災
行
政
用
無
線
の
聞
き
逃

し
を
防
止
す
る
た
め
、
各
小
学

校
区
の
児
童
ク
ラ
ブ
に
戸
別
受

信
機
を
設
置
し
、
子
ど
も
た
ち

の
安
全
を
図
り
ま
す

●
新
入
学
児
童
に
黄
色
い
帽
子

を
配
布
し
、
防
犯
ブ
ザ
ー
を
貸

与
し
、
児
童
の
安
全
確
保
を
図

り
ま
す

●
道
路
反
射
鏡
や
防
犯
灯
の
増

設
等
を
行
い
、
交
通
安
全
、
防

犯
の
講
習
会
等
を
開
催
し
、
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
ま
す

　

防
犯
灯
に
つ
い
て
は
、
環
境

に
優
し
く
、
省
エ
ネ
や
維
持
管

理
費
の
軽
減
が
期
待
で
き
る
Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
の
導
入
を
順
次
進
め

ま
す

　

私
は
、
「
絆き

ず
な

」
こ
そ
が
今
の

日
本
全
体
に
漂
う
閉
塞
感
を
打

開
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の

活
性
化
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
お

り
、
今
後
と
も
議
員
各
位
な
ら

び
に
町
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を

賜
り
な
が
ら
、
活
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
を
共
に
進
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
の
地
域
経
済
に
つ
い
て

も
先
行
き
不
透
明
で
あ
り
、依

然
と
し
て
厳
し
い
状
況
が
続
く

も
の
と
予
測
さ
れ
ま
す
が
、町
民

の
皆
様
と
町
が
し
っ
か
り
と
手

を
携
え
、自
治
基
本
条
例
の
本

旨
で
あ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

多
様
化
す
る
町
民
ニ
ー
ズ
が

あ
る
中
で
、
町
政
運
営
の
基
本

的
な
考
え
方
と
し
て
、
大
局
的

に
着
目
し
な
が
ら
確
実
に
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
着
手
す
る
「
着

眼
大
局
、
着
手
小
局
」
で
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
は
、
町
総
合

計
画
「
さ
む
か
わ
２
０
２
０
プ

ラ
ン
」
後
期
基
本
計
画
が
ス

タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

　

後
期
基
本
計
画
に
つ
き
ま
し

て
は
、
目
標
指
標
や
財
政
計
画

を
掲
げ
、
実
効
性
の
あ
る
計
画

と
な
る
よ
う
策
定
い
た
し
た
と

こ
ろ
で
す
。
こ
の
計
画
を
着
実

に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、

事
業
の
「
選
択
と
集
中
」
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も

に
、
地
域
主
体
・
町
民
参
画
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
、
今
後
の

町
政
運
営
の
あ
り
方
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
皆
様
の
ご
指

導
・
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

は
　
じ
　
め
　
に

お
　
わ
　
り
　
に

町
政
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方

重
点
施
策
以
外
の
主
な
事
業

平
成
24
年
度
　
重
点
施
策

平
成
24
年
度
予
算

平
成
24
年
度

施
政
方
針

　
木
村
町
長
は
、
３
月
に
開
催
さ
れ
た
平
成
24
年
第
１
回
定
例
会

に
お
い
て
、「
町
政
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」
や
「
町
の
重

点
施
策
」
な
ど
、
平
成
24
年
度
の
施
政
方
針
を
述
べ
ま
し
た
。

企
画
政
策
部
（
７
４
）１
１
１
１
内
線
２
３
１
企
画
調
整
担
当

FAX
（
７
４
）
９
１
４
１

※
一
部
抜
粋
・
要
約

　寒川町公民館については、老朽化や耐震性などの理由から、平成22年３月をもって寒川小学校正門東側
の建物の使用を休止し、暫定的対応として隣接する同校の余裕教室にその機能の一部を移転しました。
　町教育委員会では、同公民館の建設検討を総合計画に位置付けてあることや、一日も早い建て替えを望む
声が多くあったことから、平成23年度に（仮称）寒川町中央公民館建設検討委員会を立ち上げ、建て替え
に向けて施設や設備について検討してきました。
　しかし、平成24年度から平成32年度までを計画期間とする町総合計画の後期基本計画を策定する中で、
「実現可能なものを確実に進めて行く」という木村町長の方針のもと各事業を見直した結果、同公民館の建
て替えについては、厳しい経済情勢が続くと予想される今後９年間での実現は困難であると判断し、「町民
センターにも地区公民館機能を取り入れる」とした上で、建て替えの検討は凍結することにしました。
　各公民館での意見交換会にご出席いただいた皆様や、アンケートにご回答いただいた公民館利用者をはじ
め町民の皆様にご協力を感謝するとともに、少子高齢化時代にあって地域文化の拠点である公民館の果たす
役割の重要性をしっかり認識しながら、この集計結果を今後の公民館運営や施設整備に活用していきます。
　なお、アンケートの集計結果については、町ホームページや各公民館で公開していますのでご覧ください。

生涯学習課 （７４）１１１１内線５３２生涯学習担当FAX（７５）９９０７

寒川町公民館建て替え検討を凍結します
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特　集 ごみの減量化・資源化

　

ご
み
に
つ
い
て
は
、
最
終
処

分
場
の
残
余
量
の
逼ひ

っ
ぱ
く迫

、
環
境

負
荷
の
低
減
、
天
然
資
源
の
保

全
と
い
っ
た
多
く
の
問
題
が
あ

り
、
全
国
的
に
深
刻
な
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問

題
を
解
決
し
、
次
代
を
担
う
子

ど
も
た
ち
に
豊
か
な
環
境
を
残

す
た
め
に
は
、
ご
み
を
減
ら

し
、
資
源
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

資
源
物
を
繰
り
返
し
使
用
す

る
環
境
に
や
さ
し
い
資
源
循
環

型
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
茅

ケ
崎
市
と
共
同
で
整
備
を
進
め

て
き
た
寒
川
広
域
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー
が
４
月
か
ら
稼
働
し

ま
す
が
、
資
源
物
が
ル
ー
ル
ど

お
り
に
出
さ
れ
な
い
と
、
資
源

物
を
再
資
源
化
す
る
た
め
の
中

間
処
理
が
で
き
ま
せ
ん
。「
混

ぜ
る
と
ご
み
、分
け
れ
ば
資
源
」

を
意
識
し
、
ご
み
の
減
量
化
・

資
源
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、茅
ケ
崎
市
環
境
事

業
セ
ン
タ
ー
で
焼
却
さ
れ
た
可

燃
ご
み・可
燃
粗
大
ご
み
の
焼
却

灰
と
不
燃
ご
み
の
最
終
処
分
を

委
託
し
て
い
ま
す
。最
終
処
分

は
、民
間
業
者
が
焼
却
灰
と
不

燃
ご
み
を
県
外
の
処
分
地
に
埋

め
立
て
る
方
法
で
行
っ
て
い
ま
す

が
、処
分
地
が
所
在
す
る
市
町

村
で
は
、焼
却
灰
に
東
日
本
大

震
災
で
被
災
し
た
東
京
電
力
福

島
第
１
原
子
力
発
電
所
か
ら
発

生
し
た
放
射
性
物
質
の
セ
シ
ウ

ム
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

風
評
被
害
や
処
分
地
周
辺
の
住

民
感
情
を
考
慮
し
、県
外
か
ら

の
焼
却
灰
の
受
け
入
れ
を
制
限

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

町
が
排
出
し
て
い
る
焼
却
灰

に
も
微
量
な
が
ら
セ
シ
ウ
ム
が
含

ま
れ
て
い
る
た
め
、今
後
、焼
却

灰
な
ど
の
最
終
処
分
が
で
き
な

く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

４
Ｒ
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

　

４
Ｒ
と
は
、
Ｒ
Ｅ
Ｆ
Ｕ
Ｓ
Ｅ

（
リ
フ
ュ
ー
ズ
）
「
断
る
」
、

Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｕ
Ｃ
Ｅ（
リ
デ
ュ
ー
ス
）

「
減
ら
す
」、Ｒ
Ｅ
Ｕ
Ｓ
Ｅ（
リ

ユ
ー
ス
）「
繰
り
返
し
て
使
う
」、

Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｙ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
（
リ
サ
イ
ク

ル
）
「
再
利
用
す
る
」
の
頭
文

字
を
と
っ
た
も
の
で
す
。

　

日
常
生
活
に
お
い
て
４
Ｒ
を

意
識
す
る
こ
と
で
、ご
み
を
減
ら

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。で
き
る
こ

と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

リ
フ
ュ
ー
ズ＜

断
る

＜

　

レ
ジ
袋
、
箸
、
調
味
料
、
無

料
の
試
供
品
な
ど
を
も
ら
っ
た

も
の
の
使
わ
ず
に
、
ご
み
と
し

て
出
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
買
い
物
の
と
き
は
マ

イ
バ
ッ
グ
を
持
参
し
、
ご
み
に

な
る
も
の
を
断
り
ま
し
ょ
う
。

リ
デ
ュ
ー
ス＜

減
ら
す

＜

　

詰
め
替
え
が
可
能
な
商
品
を

利
用
し
、
無
駄
遣
い
を
や
め
ま

し
ょ
う
。

　

生
ご
み
は
、
コ
ン
ポ
ス

タ
ー
、
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス

な
ど
の
堆
肥
化
す
る
容
器
、
電

動
生
ご
み
処
理
機
を
利
用
す
る

こ
と
で
減
量
で
き
ま
す
。

　

町
で
は
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
、
リ

サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
、
電
動
生

ご
み
処
理
機
の
斡あ
っ
せ
ん旋
と
補
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
環
境
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

リ
ユ
ー
ス＜

繰
り
返
し
て
使
う

＜

　

繰
り
返
し
使
う
こ
と
を
目
的

に
飽
き
の
こ
な
い
デ
ザ
イ
ン
の

製
品
を
購
入
し
た
り
、
壊
れ
た

場
合
は
修
理
し
た
り
、
不
要
な

物
を
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
出

し
た
り
し
て
、
物
を
ご
み
に
し

な
い
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

リ
サ
イ
ク
ル＜

再
利
用
す
る

＜

　

び
ん
、
か
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包

装
類
、
ガ
ラ
ス
、
紙
、
布
、
油

な
ど
は
再
利
用
、
再
資
源
化
で

き
る
資
源
物
で
す
。

ご
み
と
資
源
物
を
分
け
ま
し
ょ
う

　

最
近
、
ご
み
の
分
別
が
守
ら

れ
て
い
な
い
事
例
が
多
く
み
ら

れ
ま
す
。
正
し
い
分
別
は
、
ご

み
の
減
量
化
・
資
源
化
に
欠
か

せ
ま
せ
ん
。

　

ご
み
と
資
源
物
を
出
す
と
き

は
、
広
報
さ
む
か
わ
４
月
号
と

同
時
配
布
す
る
「
ご
み
と
資
源

の
正
し
い
分
け
方
・
出
し
方
」

に
従
い
、
指
定
さ
れ
た
日
の
午

前
８
時
ま
で
に
置
き
場
へ
出
し

て
く
だ
さ
い
。

分
別
の
ポ
イ
ン
ト

　

次
の
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

分
別
す
る
際
、特
に
気
を
付
け

て
い
た
だ
き
た
い
注
意
点
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
①　

可
燃
ご
み
の
ご

み
質
を
分
析
し
た
結
果
、
約
60

パ
ー
セ
ン
ト
が
水
分
で
し
た
。

可
燃
ご
み
は
ギ
ュ
ッ
と
絞
っ
て

か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト
②　

陶
器
や
ガ
ラ
ス

板
は
資
源
物
で
は
な
く
不
燃
ご

み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト
③　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
容
器
包
装
類
に
お
も
ち
ゃ
、

汚
れ
た
容
器
、
紙
お
む
つ
等
が

入
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
お
も
ち
ゃ
は
不
燃
ご
み

に
、
汚
れ
た
容
器
は
水
で
す
す

い
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
う

し
て
も
汚
れ
が
落
ち
な
い
容
器

や
紙
お
む
つ
は
可
燃
ご
み
と
し

て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト
④　

ス
プ
レ
ー
缶
は

必
ず
穴
を
開
け
、
空
に
し
て
か

ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。
火
災
の

原
因
と
な
り
危
険
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
⑤　

本
年
度
か
ら
靴

や
ブ
ー
ツ
等
も
可
燃
ご
み
に
な

り
ま
す
。

募
集
し
ま
す

　

町
全
体
で
ご
み
の
減
量
化
に

取
り
組
む
た
め
、
ご
み
を
減
ら

す
た
め
の
標
語
と
我
が
家
の
減

量
方
法
（
ご
家
庭
で
行
っ
て
い

る
ご
み
を
減
ら
す
た
め
の
取
り

組
み
）
を
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
い
た
だ
い
た
標
語
と
我

が
家
の
減
量
方
法
は
、
広
報
さ

む
か
わ
６
月
号
と
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
し
ま
す
の

で
、
各
家
庭
で
も
で
き
る
も
の

か
ら
実
践
し
、
ご
み
の
減
量
化

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法　

４
月
30
日
（
月
）

ま
で
に
環
境
課
へ
直
接
、
は
が

き
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
の
場
合
は
、
標
語
ま
た
は
我

が
家
の
減
量
方
法
、
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入

し
て
、
〒
２
５
３
＝
０
１
９
６

環
境
課
へ
郵
送
か
送
信

環
境
課

（
７
４
）
１
１
１

１
内
線
４
２
３
生
活
美
化
担
当

FAX
（
７
４
）
１
３
８
５

m
-kankyou@

tow
n.sam

u
kaw

a.kanagaw
a.jp

ニコニコリサイクル
フリーマーケット

コンポスター

ご協力ください
ごみの減量化・資源化

焼却灰、不燃ごみの埋立地

町が排出している焼却灰
(飛灰)のセシウム濃度

千葉産業クリーン㈱(千葉県銚子市)

単位：１キログラム当たり

セシウム134　　133ベクレル

セシウム137　　194ベクレル

　合計値　　　　327ベクレル

　上記の数値は２月に茅ケ崎市環境

事業センターで測定したものです。

環境省から示された最終処分できる

焼却灰（飛灰）のセシウム濃度が合

計値で１キログラム当たり8,000ベ

クレル以下ですので、町が排出する

焼却灰（飛灰）のセシウム濃度は、

大幅にこの基準を下回っています。

ゴミ野ゲンゾウ

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す



広報さむかわ　2012. 4. 6

からのお知らせ町

広報さむかわ　2012. 4.7

からのお知らせ町
共
通
事
項

応
募
資
格　

次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

①
町
に
１
年
以
上
在
住
か
在
勤

ま
た
は
在
学
の
満
20
歳
以
上
で

あ
る
こ
と

②
任
期
開
始
日
時
点
で
町
の
ほ

か
の
審
議
会
等
の
委
員
で
な
い

こ
と

③
行
政
機
関
の
職
員
ま
た
は
町

議
会
議
員
で
な
い
こ
と

④
任
期
開
始
日
ま
で
の
５
年
間

に
今
回
応
募
す
る
審
議
会
等
の

公
募
委
員
を
務
め
て
い
な
い
こ

と※
介
護
保
険
運
営
協
議
会
は
介

護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
（
65

歳
以
上
の
人
）
、
第
２
号
被
保

険
者
（
40
〜
64
歳
で
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
）
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
こ
と
。

申
し
込
み　

５
月
８
日
（
火
）

ま
で
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た

所
定
の
申
込
書
と
小
論
文
（
様

式
自
由
・
４
０
０
字
程
度
）

基
本
目
標

　

高
齢
者
が
生
涯
に
わ
た
り
健

康
で
元
気
に
生
活
で
き
る
こ
と

が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
高
齢
者
の
み
の

世
帯
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
か

ら
、
高
齢
者
一
人
ひ
と
り
が
で

き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
、
快
適
に
暮
ら
せ
る

環
境
の
形
成
を
目
指
す
た
め
、

町
で
は
次
の
６
つ
の
基
本
目
標

を
掲
げ
ま
し
た
。

健
康
保
持
・
介
護
予
防
の
推
進

　

生
活
習
慣
病
予
防
等
の
「
健

康
づ
く
り
」
を
目
的
と
し
た
事

業
、
近
い
将
来
介
護
が
必
要
に

な
り
そ
う
な
人
に
積
極
的
に
参

加
し
て
い
た
だ
く
介
護
予
防
事

業
な
ど
、
健
康
づ
く
り
か
ら
予

防
ま
で
一
貫
し
た
取
り
組
み
を

推
進
し
ま
す
。

高
齢
者
生
活
支
援
施
策
の
充
実

　

高
齢
者
が
尊
厳
を
保
ち
な
が

ら
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
社
会
基
盤

の
確
立
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
一
人
暮
ら
し
や
高
齢

者
の
み
の
世
帯
、
認
知
症
高
齢

者
に
対
す
る
ケ
ア
対
策
を
推
進

し
ま
す
。

高
齢
者
の
社
会
参
加
の
促
進

　

今
後
、
社
会
に
お
い
て
大
き

な
割
合
を
占
め
る
高
齢
者
が
、

い
き
い
き
と
社
会
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を

整
え
ま
す
。

要
支
援
者
・
要
介
護
者
施
策
の
推
進

　

高
齢
者
が
要
支
援
・
要
介
護

状
態
に
な
っ
て
も
、
そ
の
状
態

に
応
じ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
計

画
的
に
提
供
し
、
自
立
し
た
日

常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

体
制
を
整
備
し
ま
す
。

地
域
に
お
け
る
支
援
体
制
の
確
立

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
地
域
全
体
で
の

支
え
合
い
や
助
け
合
う
環
境
を

作
り
上
げ
る
た
め
の
条
件
整
備

を
推
進
し
ま
す
。

計
画
推
進
体
制
の
整
備

　

高
齢
者
が
充
分
な
情
報
に
基

づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑

な
提
供
に
努
め
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
町
役
場
２
階
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
高
齢
介
護

課
、
寒
川
総
合
図
書
館
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
第
五
次

寒
川
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

高
齢
介
護
課

（
７
４
）

１
１
１
１
内
線
１
５
５
高
齢
福

祉
担
当
FAX
（
７
４
）
５
６
１
３

を
各
担
当
課
へ
郵
送
か
直
接
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で

（
締
め
切
り
日
必
着
）

※
申
込
書
は
、
各
担
当
課
、
町

役
場
１
階
ロ
ビ
ー
案
内
・
２
階

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
町
民
セ

ン
タ
ー
、
寒
川
町
公
民
館
、
北

部
・
南
部
文
化
福
祉
会
館
、
寒

川
総
合
図
書
館
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

選
考
方
法　

選
考
委
員
会
で
申

込
書
と
小
論
文
に
よ
り
行
い
、

結
果
は
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

※
申
込
書
と
小
論
文
は
返
却
し

ま
せ
ん
。
応
募
者
の
個
人
情
報

に
つ
い
て
は
こ
の
募
集
事
務
以

外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

廃
棄
物
減
量
化
等
推
進
協
議
会

審
議
会
等
の
概
要　

廃
棄
物
問

題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
町

民
相
互
の
協
力
と
廃
棄
物
の
減

量
化
、
資
源
化
な
ど
を
推
進

募
集
人
数　

１
人

任
期　

６
月
１
日
〜
平
成
26
年

３
月
31
日

年
間
開
催
回
数　

３
回

謝
礼　

日
額
５
０
０
０
円

小
論
文
テ
ー
マ　

ご
み
減
量
に

つ
い
て

環
境
課

（
７
４
）
１
１
１

１
内
線
４
２
３
生
活
美
化
担
当

FAX
（
７
４
）
１
３
８
５

kankyou@
tow

n.sam
uka

w
a.kanagaw

a.jp

介
護
保
険
運
営
協
議
会

審
議
会
等
の
概
要　

 

介
護
保

険
事
業
計
画
の
進し
ん

捗ち
ょ
く

状
況
や
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
調
査
、
協
議

募
集
人
数　

２
人
（
第
１
号
被

保
険
者
１
人
、
第
２
号
被
保
険

者
１
人
）

任
期　

６
月
１
日
〜
平
成
27
年

３
月
31
日

年
間
開
催
回
数　

３
〜
４
回

報
酬　

日
額
８
７
０
０
円

小
論
文
テ
ー
マ　

高
齢
者
の
介

護
予
防
に
つ
い
て

高
齢
介
護
課

内
線
１
５
３

介
護
保
険
担
当
FAX
（
７
４
）
５

６
１
３

m
-kourei@

tow
n.sam

uka
w

a.kanagaw
a.jp

審
議
会
等

委
員

募
集

の

を

し
ま
す

　

町
の
実
情
に
あ
っ
た
ス
ポ
ー

ツ
施
策
と
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
理
念

と
指
標
を
定
め
た
町
ス
ポ
ー
ツ

推
進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

町
内
在
住
か
在
勤
ま
た

は
在
学
の
人
、
町
内
の
事
業
者
、

町
内
で
活
動
す
る
団
体
の
人

資
料
配
布
閲
覧
場
所　

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
、
町
役
場
１
階
ロ

ビ
ー
案
内
・
２
階
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
、
町
民
セ
ン
タ
ー
、

寒
川
町
公
民
館
、
北
部
・
南
部

文
化
福
祉
会
館
、
寒
川
総
合
図

書
館
、
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
、

寒
川
総
合
体
育
館
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

意
見
提
出
方
法　

所
定
の
用
紙

ま
た
は
任
意
の
用
紙
に
住
所
、

氏
名
（
団
体
の
場
合
は
団
体
名

と
所
在
地
）
な
ど
を
記
入
し
て
、

資
料
配
布
閲
覧
場
所
に
あ
る
意

見
募
集
箱
へ
直
接
、
ま
た
は
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
郵
送
か
直
接
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で

※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
内
容
ご
と
に
整
理
・
分
類

し
、
町
の
考
え
方
と
と
も
に
後

日
公
表
し
ま
す
。
個
別
の
ご
意

見
に
対
す
る
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

意
見
募
集
期
間　

４
月
１
日

（
日
）
〜
４
月
30
日
（
月
）

※
資
料
配
布
閲
覧
期
間
も
同
じ
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
７
４
）

１
１
１
１
内
線
５
４
１
FAX

（
７
５
）
９
９
０
７

m
-sports@

tow
n.sam

uka
w

a.kanagaw
a.jp

町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画（
案
）に
つ
い
て

策
定
し
ま
し
た

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

第
五
次
寒
川
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

「
健
や
か
さ
と
　
や
す
ら
ぎ
を
　
は
ぐ
く
む
ま
ち
　
さ
む
か
わ
」

計
画
期
間
　
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で

　

災
害
発
生
時
は
、被
害
が
広

範
囲
に
お
よ
び
、町
民
の
皆
さ
ん

一
人
ひ
と
り
に
ま
で
行
政
の
支

援
が
行
き
届
か
な
い
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
た
め
、各
自
が「
自
分

の
身
は
自
分
で
守
る
」と
い
う
自

助
の
考
え
で
災
害
に
備
え
る
こ

と
が
最
も
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
に

防
災
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く

た
め
、
原
則
、
毎
月
第
１
日
曜

日
を
寒
川
町
家
族
防
災
会
議
の

日
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

家
族
防
災
会
議
の
日
に
は
、防

災
行
政
用
無
線
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
を
利
用
し
た
意
識
啓

発
を
行
い
ま
す
の
で
、町
民
の

皆
さ
ん
は
、次
の
よ
う
な
こ
と

を
家
族
で
話
し
合
い
、地
震
な

ど
の
災
害
に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

●
家
具
の
転
倒
防
止
対
策
は
で

き
て
い
る
か

●
寝
室
な
ど
に
懐
中
電
灯
を
備

え
て
い
る
か

●
窓
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
対
策

は
で
き
て
い
る
か

●
屋
根
瓦
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
強
度
は
大
丈
夫
か

●
一
時
避
難
場
所
・
広
域
避
難

場
所
は
ど
こ
か

●
避
難
場
所
ま
で
は
ど
の
順
路

が
安
全
か

●
食
料
品
な
ど
の
消
費
期
限
は

切
れ
て
い
な
い
か

●
懐
中
電
灯
や
携
帯
ラ
ジ
オ
等

は
大
丈
夫
か

※
掲
載
し
た
も
の
は
一
例
で
す
。

各
家
庭
で
防
災
に
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
く

だ
さ
い
。

防
災
安
全
課

（
７
４
）
１

１
１
１
内
線
２
５
３
防
災
安
全

担
当
FAX
（
７
４
）
９
１
４
１

家
族
で
防
災
対
策
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

寒
川
町
家
族
防
災
会
議
の
日

非常持出品を各家庭で
準備しておきましょう



広報さむかわ　2012. 4. 8

からのお知らせ町

広報さむかわ　2012. 4.9

からのお知らせ町
保
険
料
基
準
額
を
決
定

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
人
）
の
介
護
保
険
料
に
つ

い
て
、
３
年
に
１
度
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。
平
成
24
〜
26

年
度
の
保
険
料
基
準
額
は
、
年

額
４
万
９
０
８
０
円
と
な
り
、

平
成
21
〜
23
年
度
と
の
比
較
で

は
２
４
０
円
の
増
額
と
な
り
ま

設
定
と
す
る
た
め
、
全
11
段
階

と
し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
６

月
に
送
付
す
る
保
険
料
決
定
通

知
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
第
２
号
被
保
険
者
（
40
〜
64

歳
の
人
）
の
介
護
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。高

齢
介
護
課

（
７
４
）
１

１
１
１
内
線
１
５
３
介
護
保
険

担
当
FAX
（
７
４
）
５
６
１
３

し
た
。

　

保
険
料
基
準
額
が
増
額
と

な
っ
た
の
は
、
町
の
高
齢
化
率

が
21
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
介

護
認
定
者
数
の
増
加
に
よ
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
増
加
や
介
護

報
酬
改
定
な
ど
に
よ
り
介
護
保

険
事
業
費
が
増
大
す
る
も
の
と

見
込
ま
れ
る
た
め
で
す
。

　

今
回
の
保
険
料
改
定
で
は
、

増
額
分
を
抑
え
る
た
め
、
県
の

財
政
安
定
化
基
金
と
町
の
介
護

給
付
費
準
備
基
金
を
取
り
崩
し

ま
し
た
。

保
険
料
段
階
の
設
定

　

65
歳
以
上
の
人
の
所
得
等
に

応
じ
て
、
保
険
料
基
準
額
に
対

し
負
担
割
合
を
調
整
す
る
も
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
は
全
９
段
階

の
設
定
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

よ
り
き
め
細
か
く
、
被
保
険
者

の
負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

　

20
歳
以
上
の
人
は
、
学
生
で

あ
っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学
生

で
収
入
が
少
な
く
保
険
料
を
納

め
る
の
が
困
難
な
場
合
、
申
請

書
を
提
出
し
、
平
成
23
年
中
の

所
得
が
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、

４
月
あ
る
い
は
国
民
年
金
に
加

入
し
た
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

　

猶
予
さ
れ
た
保
険
料
は
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
３
年
度
目
以
降

は
保
険
料
に
加
算
額
が
つ
き
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

４
月
30
日
（
月
）
ま
で
な
ら

ば
平
成
23
年
４
月
か
ら
平
成
24

年
３
月
ま
で
の
期
間
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
所

得
は
平
成
22
年
中
が
対
象
で

す
。

対
象　

大
学
（
大
学
院
）
、
短

大
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
が
１
年
以
上
の

課
程
に
在
学
）
な
ど
の
学
生

（
夜
間
・
定
時
制
課
程
・
通
信

制
課
程
も
対
象
）

申
請
方
法　

次
の
書
類
な
ど
を

持
っ
て
保
険
年
金
課
へ

●
平
成
24
年
度
有
効
の
学
生
証

（
コ
ピ
ー
可
、
有
効
期
限
が
裏

面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は

裏
面
の
コ
ピ
ー
も
必
要
）
ま
た

は
在
学
証
明
書

●
年
金
手
帳

●
印
鑑
（
本
人
が
署
名
す
る
場

合
は
不
要
）

※
学
生
納
付
特
例
期
間
の
保
険

料
を
納
め
る
場
合
は
、
専
用
の

納
付
書
が
必
要
で
す
。
年
金
手

帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
保
険
年
金

課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
以
外
の
人
で
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

免
除
制
度
や
若
年
者
納
付
猶
予

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保

険
年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

前
　
納
　
制
　
度

　

平
成
24
年
４
月
か
ら
平
成
25

年
３
月
ま
で
の
保
険
料
は
、
月

額
１
万
４
９
８
０
円
で
す
。
保

険
料
の
納
付
期
限
は
翌
月
末
で

す
が
、
保
険
料
を
前
も
っ
て
一

括
で
納
め
る
と
割
引
に
な
る
前

納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
前
納
用
の
納
付
書

で
１
年
間
分
を
４
月
末
ま
で
に

一
括
で
納
め
て
い
た
だ
く
と
、

年
間
３
１
９
０
円
が
割
引
に
な

り
ま
す
。
年
度
途
中
で
も
前
納

で
き
る
期
間
が
あ
り
ま
す
の
で
、

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
保
険
年

金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課

（
７
４
）
１

１
１
１
内
線
１
２
３
年
金
担
当

FAX
（
７
４
）
５
６
１
３

　

忙
し
く
て
金
融
機
関
等
に
保

険
料
を
納
め
に
い
け
な
い
、
納

期
限
を
よ
く
忘
れ
て
し
ま
う
と

い
っ
た
人
は
、
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
、
一
度
手
続
き

を
す
れ
ば
、
納
期
限
ご
と
に
指

定
の
口
座
か
ら
保
険
料
が
自
動

的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
た
め
納

め
忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

申
し
込
み　

預
（
貯
）
金
通
帳
、

口
座
の
届
け
出
印
鑑
、
保
険
料

の
納
入
通
知
書
を
持
っ
て
金
融

機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は

保
険
年
金
課
へ
直
接
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
申
し
込
み
は
同
課

で
は
で
き
ま
せ
ん
）

開
始
時
期　

下
表
の
と
お
り

注
意
事
項　

残
高
不
足
な
ど
で

振
替
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は

再
振
替
し
ま
せ
ん
。
後
日
、
納

付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
金
融

機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は

同
課
で
直
接
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

保
険
年
金
課

内
線
１
２
４

国
保
・
高
齢
者
医
療
担
当
FAX

（
７
４
）
５
６
１
３

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

納
付

便
利

口
座
振
替

納
付

の

は

な

で

に
つ
い
て

介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

65歳以上の人の介護保険料(平成24～26年度)
 保険料基準額は第６段階の4万9,080円(年額、月額は4,090円)です。

段階 対象者
保険料率 

保険料年額

第１段階
生活保護受給者、市町村民税世帯
非課税で老齢福祉年金受給者

0.50

2万4,540円

第２段階
市町村民税世帯非課税で前年の公
的年金等収入金額と合計所得金額
の合計額が80万円以下の人

0.50

2万4,540円

第３段階

市町村民税世帯非課税で前年の公
的年金等収入金額と合計所得金額
の合計額が80万円を超え120万
円以下の人

0.70

3万4,350円

第４段階
市町村民税世帯非課税で前年の公
的年金等収入金額と合計所得金額
の合計額が120万円を超える人

0.75

3万6,810円

第５段階

市町村民税本人非課税、世帯課税
で前年の公的年金等収入金額と合
計所得金額の合計額が80万円以
下の人

0.90

4万4,170円

第６段階
(基準額)

市町村民税本人非課税、世帯課税
で前年の公的年金等収入金額と合
計所得金額の合計額が80万円を
超える人

1.00

4万9,080円

第７段階
市町村民税本人課税（前年の合計
所得金額が125万円未満）

1.15

5万6,440円

第８段階
市町村民税本人課税（前年の合計
所得金額が125万円以上200万円
未満）

1.25

6万1,350円

第９段階
市町村民税本人課税（前年の合計
所得金額が200万円以上400万円
未満）

1.50

7万3,620円

第10段階
市町村民税本人課税（前年の合計
所得金額が400万円以上800万円
未満）

1.75

8万5,890円

第11段階
市町村民税本人課税（前年の合計
所得金額が800万円以上）

2.00

9万8,160円

　介護保険料と国民健康保険料の納付書・口座振替納付については、これまで仮の保険料を４〜６月に納め
ていただき、年間の保険料から仮の保険料を差し引いた残額を７〜３月に納めていただいていましたが、平
成24年度から仮の保険料を廃止し、６月に決定する年間の保険料を６〜３月の10回で納めていただく方法
に変更します。
　これにより、保険料を納付書または口座振替で納めていただく人については、通知・納付書の送付が年１
回（６月）となりますので、今まで４月に送付していた仮の保険料の通知・納付書は届きません。
※特別徴収（年金天引き）の納付方法については変更ありません。
※詳しくは、広報さむかわ３月号５ページをご覧ください。

納付書・口座振替納付は仮の保険料がなくなります
口座振替開始時期

申し込み先 開始時期

保険年金課 受付月の翌々月納期分から開始

町指定取扱金融機関 20日までに受け付けたものを翌月納期分から開始

ゆうちょ銀行・郵便局 20日までに受け付けたものを翌々月納期分から開始



広報さむかわ　2012. 4. 10

からのお知らせ町

広報さむかわ　2012. 4.11

からのお知らせ町
　

予
期
せ
ぬ
災
害
や
事
故
、
犯

罪
に
よ
っ
て
死
傷
し
た
場
合
、

そ
の
被
害
者
や
遺
族
に
見
舞
金

な
ど
を
支
給
し
ま
す
。

　

各
制
度
の
詳
細
は
次
の
と
お

り
で
す
。

小
災
害
見
舞
金
制
度

対
象　

自
然
災
害
お
よ
び
火
災

に
よ
り
住
宅
に
被
害
を
受
け
た

世
帯
（
り
災
証
明
書
の
提
出
が

必
要
で
す
）

支
給
金
額　

左
表
の
と
お
り

電
気
自
動
車
導
入
補
助
金

　

走
行
時
に
大
気
汚
染
物
質
を

排
出
し
な
い
環
境
性
能
に
優
れ

た
電
気
自
動
車（
Ｅ
Ｖ
）の
導
入

を
次
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者　

次
の
①
〜
③
す

べ
て
に
該
当
す
る
人

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

こ
と

●
町
内
に
１
年
以
上
在
住
し
て

い
る
個
人

●
町
内
に
事
務
所
を
有
す
る
個

人
事
業
者

●
町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
法
人

②
国
の
補
助
制
度
を
利
用
し
て

自
ら
が
所
有
し
使
用
す
る
電
気

自
動
車
を
購
入
す
る
こ
と

③
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

対
象
車
両　

国
の
補
助
制
度
の

対
象
と
な
る
電
気
自
動
車
で
、

使
用
の
本
拠
が
町
内
で
あ
る
車

両
（
リ
ー
ス
車
は
対
象
外
）

補
助
台
数　

８
台（
先
着
順
、個

人
は
１
世
帯
に
つ
き
１
台
ま
で
）

犯
罪
被
害
者
支
援
制
度

対
象　

被
害
を
受
け
た
と
き

に
、
町
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
が
あ
る
人
で
、
国
内

ま
た
は
日
本
国
籍
の
船
舶
や
航

空
機
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪
に
よ

る
被
害
者
ま
た
は
そ
の
遺
族

支
給
金
額　

上
表
の
と
お
り

申
し
込
み　

犯
罪
被
害
の
状
況

に
よ
り
給
付
を
受
け
る
期
限
が

異
な
り
ま
す
。
犯
罪
被
害
に

遭
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
速
や
か

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

福
祉
課

（
７
４
）
１
１
１

１
内
線
１
３
１
福
祉
総
務
担
当

FAX
（
７
４
）
５
６
１
３

災
害
見
舞
金
制
度

対
象　

被
害
を
受
け
た
と
き

に
、
町
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
が
あ
り
、
実
際
に
住

ん
で
い
る
人
で
、
次
の
い
ず
れ

か
の
事
故
で
死
傷
し
た
人

●
車
両
な
ど
に
よ
る
人
身
事
故

●
電
車
、
船
舶
、
航
空
機
な
ど

に
よ
る
人
身
事
故

●
火
災
、
風
水
害
な
ど
に
よ
る

人
身
事
故

※
被
害
者
ま
た
は
遺
族
の
故

補
助
金
額　
１
台
に
つ
き
８
万
円

申
し
込
み　

５
月
７
日
（
月
）

８
時
30
分
か
ら
必
要
書
類
を

持
っ
て
環
境
課
へ
直
接

※
電
気
自
動
車
の
登
録
後
、
国

の
補
助
制
度
の
交
付
決
定
を
受

け
て
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
補
助
金

　

要
件
を
満
た
す
住
宅
用
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
費
用

を
補
助
し
ま
す
。 

補
助
対
象
者　

町
に
住
民
登
録

が
あ
る
人
ま
た
は
そ
の
見
込
み

が
あ
る
人
で
、
町
税
の
滞
納
が

な
い
人
（
過
去
に
本
補
助
金
を

受
け
て
い
る
人
は
対
象
外
） 

対
象
住
宅　

自
ら
が
居
住
す
る

住
宅（
店
舗
等
併
用
住
宅
を
含
む
）

意
、
重
大
な
過
失
、
違
法
行
為

で
発
生
し
た
事
故
お
よ
び
広
範

囲
に
お
け
る
自
然
災
害
で
災
害

救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
場
合

は
、
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

支
給
金
額　

左
表
の
と
お
り

＊　

＊　

＊　

＊

申
し
込
み　

災
害
発
生
か
ら
１

年
以
内
に
、
被
害
者
ま
た
は
生

計
を
共
に
し
て
い
た
遺
族
が

福
祉
課
へ
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

補
助
件
数　

60
件
（
先
着
順
） 

補
助
金
額　

発
電
能
力
１
キ
ロ

ワ
ッ
ト
に
つ
き
３
万
円
（
上
限

10
万
４
０
０
０
円
、
う
ち
半
額

は
県
住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入

促
進
事
業
補
助
金
） 

申
し
込
み　

４
月
23
日
（
月
）

午
前
8
時
30
分
か
ら
対
象
シ
ス

テ
ム
設
置
前
に
必
要
書
類
を

持
っ
て
環
境
課
へ
直
接

※
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
環
境
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

環
境
課

（
７
４
）
１
１
１

１
内
線
４
２
１
環
境
保
全
担
当

FAX
（
７
４
）
１
３
８
５

　

湘
南
リ
ビ
ン
グ
新
聞
社
と
共

同
発
行
す
る
「
平
成
24
年
度
―

平
成
25
年
度
版　

寒
川
町
暮
ら

し
の
便
利
ガ
イ
ド
」
を
４
月
末

に
全
戸
配
布
し
ま
す
。

　

こ
の
便
利
ガ
イ
ド
は
、
行
政
、

特
産
物
、
医
療
機
関
な
ど
町
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
一

冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

在
宅
の
重
度
障
害
者
等
の
社

会
参
加
と
生
活
圏
の
拡
大
の
推

進
を
目
的
に
福
祉
タ
ク
シ
ー
運

賃
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象　
町
内
在
住
の
非
課
税
世
帯

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で

下
肢
、
体
幹
機
能
、
視
覚
障
害

２
級
以
上
の
人
、
上
肢
、
内
部

機
能
障
害
１
級
の
人

●
療
育
手
帳
Ａ
を
持
っ
て
い
る

人
ま
た
は
知
能
指
数
が
35
以
下

と
判
定
さ
れ
た
人

●
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
所

持
者

※
人
工
透
析
治
療
者
に
は
課
税

　

広
報
さ
む
か
わ
４
月
号
と
同

時
配
布
す
る「
さ
む
か
わ
健
康

だ
よ
り
」「
ご
み
と
資
源
の
正
し

い
分
け
方
・
出
し
方
」と
と
も
に

保
存
し
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

企
画
政
策
部

（
７
４
）
１

１
１
１
内
線
２
２
２
広
報
統
計

担
当
FAX
（
７
４
）
９
１
４
１

の
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
交
付
。

交
付
枚
数　

月
４
枚（
人
工
透

析
治
療
者
は
月
８
枚
、申
請
月
か

ら
年
度
末
月
分
ま
で一括
交
付
）

申
し
込
み　

４
月
１
日
以
降
に

①
身
体
障
害
者
手
帳
②
療
育
手

帳
③
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

の
い
ず
れ
か
（
①
と
③
両
方
所

持
し
て
い
る
人
は
両
方
）
を

持
っ
て
福
祉
課
へ
直
接

※
普
通
自
動
車
税
ま
た
は
軽
自

動
車
税
の
減
免
と
本
制
度
と
の

併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

福
祉
課

内
線
１
３
４
障
が

い
福
祉
担
当
FAX（
７
４
）５
６
１
３

全
戸
配
布
し
ま
す

費
用
を
補
助
し
ま
す

交
付
し
ま
す

寒
川
町
く
ら
し
の
便
利
ガ
イ
ド

電
気
自
動
車
・
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

災
害

犯
罪

被
害
者

遺
族

・

の

や

の
た
め
に

小災害見舞金制度

区　　分 見舞金額(１世帯につき)

全焼、全壊、流失 ５万円

半焼、半壊　　　 ２万5,000円

床上浸水　　　　 １万円

消火損害　　　　 １万円

犯罪被害者支援制度

 区分（支給対象） 支給金額

死亡の場合（遺族） 50万円

全治１カ月以上の傷害を受
けた場合（被害者） 10万円

災害見舞金制度

区　　分 見舞金額

死
亡
の
場
合

未就学児 ９万円

６歳(就学児)から
19歳まで

18万円

20歳以上 27万円

入
院
の
場
合

身体障害者福祉法施行
規則別表第５の１級ま
たは２級に該当すると
認めるとき

７万5,000円

入院治療
を要する
傷害を受
けたとき

入院５日
まで

5,000円

６日以上入院
したとき

１日につき1,500円
(上限７万5,000円)

さがみ縦貫道路工事に伴う
夜間一時通行止めについて

　さがみ縦貫道路の橋
きょう

梁
りょう

工事に伴い、4月下旬〜9
月下旬にかけて、県道46
号(相模原茅ケ崎線)と県道
44号(伊勢原藤沢線)が交
差する田端二本松交差点で
夜間一時通行止めを行いま
す。夜間一時通行止めは工
事期間中不定期で行います
ので、日程や迂

う

回
かい

路
ろ

につい
ては、その都度、横浜国道
事務所のホームページや看板などでお知らせします。

都市計画課 (74)1111内線278開発指導・国県事業
対策担当FAX(74)2833

国土交通省横浜国道事務所藤沢出張所 0466(37)2588
http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/

至厚木 至厚木

至国道134号 至国道134号

129

47

1

44

46

神川橋

湘南銀河大橋

馬入橋

新
湘
南
バ
イ
パ
ス

相
模
川

さ
が
み
縦
貫
道
路

田端二本松
交差点
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き
れ
い
な
水
を
後
世
に

生
活
と
水
環
境

　

水
質
を
保
全
し
、
よ
り
良
い

環
境
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ

こ
と
は
私
た
ち
の
責
務
で
す
。

　

川
の
汚
れ
の
原
因
は
事
業
所

や
工
場
か
ら
の
排
水
、
家
庭
か

ら
の
生
活
排
水
で
す
。

　

川
で
は
生
活
排
水
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
有
機
物
や
洗
剤
な

ど
の
汚
染
物
質
を
分
解
し
て
い

ま
す
が
、
浄
化
能
力
以
上
の
汚

染
物
質
が
流
れ
込
む
と
分
解
し

き
れ
ず
川
は
汚
れ
て
し
ま
い
ま

す
。

き
れ
い
な
水
を
守
る
た
め
に

　

き
れ
い
な
川
、
水
を
守
る
た

め
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

●
調
理
く
ず
や
油
は
流
さ
な
い

よ
う
に
す
る

●
台
所
、
洗
濯
、
風
呂
掃
除
な

ど
に
は
石
け
ん
な
ど
分
解
性
の

高
い
洗
剤
を
使
用
す
る

●
シ
ャ
ン
プ
ー
や
ボ
デ
ィ
ー
ソ
ー

プ
の
使
い
す
ぎ
に
注
意
す
る

●
川
や
海
な
ど
で
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
や
キ
ャ
ン
プ
を
し
た
と

き
は
、
調
理
く
ず
や
ご
み
を
持

ち
帰
り
、
川
や
海
で
洗
浄
、
洗

濯
な
ど
は
し
な
い

●
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
し

て
い
る
場
合
は
、
合
併
処
理
浄

化
槽
に
転
換
す
る

※
各
家
庭
が
浄
化
槽
を
新
設
す

る
と
き
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
合
併
処
理
浄

化
槽
と
は
、
ト
イ
レ
か
ら
の
排

水
し
か
処
理
で
き
な
い
単
独
処

理
浄
化
槽
と
比
べ
、
台
所
、
洗

濯
、
風
呂
な
ど
の
生
活
排
水
も

処
理
で
き
る
浄
化
槽
で
す
。

※
県
、
町
で
は
県
洗
剤
対
策
推

進
方
針
や
生
活
環
境
へ
の
保
全

等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、

分
解
性
の
高
い
洗
剤
を
使
う
よ

う
呼
び
か
け
、
水
質
改
善
へ
の

努
力
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
生
活
環
境
の
改
善
や

公
共
水
域
の
水
質
の
保
全
を
目

的
に
公
共
下
水
道
の
整
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
大
曲
、
岡
田
、

大
蔵
、
小
動
の
各
地
区
の
一
部

で
下
水
道
工
事
を
し
ま
す
。
工

事
期
間
中
は
交
通
規
制
な
ど
を

実
施
す
る
場
合
が
あ
り
、
ご
不

便
や
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

利
用
区
域
を
拡
大

　

４
月
10
日
（
火
）
か
ら
田
端
、

大
曲
、
大
蔵
、
小
動
の
各
地
区

の
一
部
で
公
共
下
水
道
が
使
え

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
該
当
地

域
の
皆
さ
ん
へ
順
次
供
用
開
始

の
「
お
知
ら
せ
」
を
通
知
し
ま

す
。
「
お
知
ら
せ
」
が
届
い
た

人
は
、
早
め
に
接
続
工
事
を
し

て
く
だ
さ
い
。

水
質
汚
染
事
故
を
発
見
し
た
ら

　

水
質
汚
染
事
故
の
主
な
原
因

は
、
工
場
で
の
操
作
ミ
ス
や
機

械
の
故
障
、
交
通
事
故
、
不
法

投
棄
な
ど
人
為
的
な
も
の
で
す
。

早
期
発
見
・
通
報
に
よ
り
、
浄

水
場
な
ど
で
適
切
な
対
応
を
行

う
こ
と
が
で
き
、
水
道
水
へ
の

被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る

事
が
で
き
ま
す
。

　

河
川
で
、
油
が
流
れ
て
い
た

り
、
魚
が
多
数
浮
い
て
い
た
り

し
た
と
き
は
、
発
見
時
刻
、
発

見
地
点
、
状
況
を
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

県
寒
川
浄
水
場

（
７
５
）

１
０
５
６
FAX（
７
４
）５
８
０
４

環
境
課

（
７
４
）
１
１
１

１
内
線
４
２
５
環
境
保
全
担
当

FAX
（
７
４
）
１
３
８
５

費
用
の
助
成
・
貸
し
付
け
斡あ

っ
せ
ん旋

　

公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て

も
、
そ
こ
へ
下
水
を
排
水
す
る

た
め
の
排
水
設
備
が
設
置
さ
れ

な
け
れ
ば
、
下
水
道
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。
排
水
設
備
と
は
、

個
人
や
事
業
場
な
ど
が
自
己
の

敷
地
内
に
自
費
で
設
置
す
る
排

水
管
、
排は
い
す
い
き
ょ

水
渠
な
ど
の
排
水
施

設
の
こ
と
で
、
土
地
や
建
物
か

ら
発
生
す
る
下
水
を
公
共
下
水

道
へ
流
す
た
め
の
施
設
で
す
。

　

町
で
は
公
共
下
水
道
の
供
用

開
始
か
ら
３
年
以
内
に
接
続
工

事
を
す
る
場
合
、
工
事
費
の
助

成
ま
た
は
無
利
子
・
無
担
保
の

貸
し
付
け
斡
旋
を
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
通
知
し
た
「
お

知
ら
せ
」
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

下
水
道
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

下
水
道
課

（
７
４
）
１
１

１
１
内
線
３
３
４
下
水
道
管
理

担
当
FAX
（
７
５
）
９
９
０
６

私
た
ち
の
生
活

公
共
下
水
道

水
環
境

整
備

進
め
ま
す

と

の

を

●※印のついている相談の相談時間は１人30分です。
●予約は各担当課へ電話か直接。先着順で受け付けます。
●同一内容の相談は原則１回に限ります。
●相談は無料です。秘密は厳守します。
●相談日は祝日等で変更になる場合がありますので、広報
　さむかわの行事カレンダーでご確認ください。

茅ケ崎市消費生活センター
＜消費生活相談＞
相談員　消費生活相談員
相談日時　毎週月〜金曜日午前９時30分〜午後４時（祝日を除く）
＜多重債務法律相談＞
相談員　弁護士・司法書士
相談日時　毎月第１･３月曜日、第２･４水曜日午後１時15分〜４時15分（予約と事前相談が必要です）
ところ　いずれも茅ケ崎市役所本庁舎３階（茅ケ崎市茅ケ崎１-１-１）

茅ケ崎市消費生活センター （８２）１１１１

町民相談室
　町民相談室の相談窓口では、次のとおりさまざまな相談に応じています。気軽にご相談ください。

困ったときは　ご相談ください

相談名 相談内容 相談員 相談日時 備考 問い合わせ先

人権相談
家庭内や隣近所とのも
めごと、いじめや体罰
など

人権擁護委員
毎月第２･４火曜日
午後１時〜４時
(受付は午後３時まで)

電話相談
も可

町民課
(74)1111

内線172
住民協働担当
FAX(74)5613

※法律相談
日常生活の中の法律的
な問題

弁護士
毎月第１･２･３水曜日
午後１時〜４時

予約制

※司法書士相談
登記、少額訴訟、相続
に関することなど

司法書士
毎月第２金曜日
午後１時〜４時

予約制

行政相談
国の行政に対する苦
情、意見、要望

行政相談委員
奇数月の
原則第４金曜日
午後１時〜３時

電話相談
も可

消費生活相談

架空請求や不当請求、
多重債務、インター
ネットや契約に関する
トラブルなど

消費生活相談員
毎週月・木曜日
午前10時〜午後４時
(受付は午後３時まで)

電話相談
も可

行政書士相談
遺産分割協議書、遺
言、契約書、示談書の
作成などに関すること

行政書士
毎月第４水曜日
午前９時30分〜11時
30分

予約制

成年後見相談

認知症や障害で判断能
力が不十分な人の契約
行為や財産管理、生活
面を支援する成年後見
制度に関すること

行政書士
偶数月の第1金曜日
午後1時〜4時

予約制

福祉課
(74)1111

内線132
障がい福祉担当
FAX(74)5613
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１　総　括
（１）人件費の状況（普通会計決算）

区　分
住民基本
台帳人口

（平成22年度末）
歳出額

A 実質収支
人件費

B
人件費率

B／A
（参考）
平成21年度
の人件費率

平成　
22年度

人
47,429

千円
13,080,819

千円
626,476

千円
3,029,288

％
23.1

％
21.8

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
A

給　　与　　費 一人当たりの
給与費B／A給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

平成　
22年度

人
317

千円
1,226,800

千円
383,357

千円
498,893

千円
2,109,050

千円
6,653

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成22年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項
　平成23年度の給与抑制措置
　　町長 給与・地域手当 20％抑制
　　副町長・教育長 給与・地域手当 10％抑制
　　管理職手当受給職員 給与・地域手当 5％抑制
　　その他の職員 給与・地域手当 2％抑制

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合
の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラ
スパイレス指数を単純平均したものである。

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数　106.3（平成23年4月1日現在）

２　一般行政職給料表の状況（平成23年４月１日現在）
（単位：円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
１号給の
給料月額 135,600 185,800 222,900 230,200 245,500 262,900 281,600 308,500

最高給料号給の
給料月額 243,700 296,800 349,500 393,300 400,000 410,300 435,000 470,300

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
　　　　（平成23年４月１日現在）
①一般行政職
区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

寒川町 42.3歳 320,100円 429,172円 387,075円
国 42.3歳 327,205円 − 397,723円

②技能労務職

区　　分

公　務　員 民　　　間

A/B職員数
（人）

平均
年齢
（歳）

平均給料
月額
（円）

平均給
与月額
（円）A

平均給
与月額

（国ベース）
（円）

対応する
民間の
類似職種

平均
年齢
（歳）

平均給
与月額
（円）B

全　　体 30 50.2 297,300 350,730 347,270 ─ ─ ─ ─
自動車
運転手 3 55.1 349,500 422,167 414,500 自家用乗用

自動車運転手 56.4 253,700 1.66

清掃職員 4 50.6 333,000 396,500 392,150 廃棄物処
理従業員 44.6 290,600 1.36

用務員 7 50.0 304,800 369,850 365,517 用務員 53.8 209,700 1.76
給食調理員 16 49.3 274,100 317,550 315,175 調理士 41.4 287,400 1.10

国 3,689 49.5 283,862 321,662 ─ ─ ─ ─ ─
（注）１　「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における各職種ごとの職員

の基本給の平均である。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住

居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、
地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時
間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較の
ため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（２）職員の初任給の状況（平成23年４月１日現在）

区　分 寒　川　町 神奈川県 国
初任給 初任給 初任給

一般行政職 大学卒 178,800円 178,800円 Ⅰ種181,200円
Ⅱ種172,200円

高校卒 149,800円 144,500円 140,100円
技能労務職

（25歳採用） 高校卒 181,500円 − −

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　　（平成23年４月１日現在）

区　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大学卒 − 306,871円 349,983円
高校卒 − 279,300円 311,999円

技能労務職 245,931円 286,323円 315,266円

※平均給料月額の未記載箇所は、当該年数に対象者がいない場合。

４　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成23年４月１日現在）

区分 標準的な職務の内容 職員数
人

構成比
％

８級 部長、担当参事、参事 11 5
７級 課長、専任主幹、専任技幹、主幹、技幹 29 12
６級 副主幹、副技幹 27 12
５級 主査 48 20
４級 主任主事、主任技師 66 28
３級 主任主事、主任技師 9 4
２級 主事、技師 34 14
１級 主事補、技師補 11 5

（注）１　町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（２）昇給への勤務成績の反映状況

　勤務評定については、平成20年度見直しを実施した。能力評価につい
ては毎年12月31日、実績評価については３月31日を基準日とし、評価結
果を基に全職員に対し、反映させている。

５　職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

寒　川　町 神 奈 川 県 国
一人当たりの支給額

（平成22年度）
1,553千円

─ ─

（平成22年度支給割合）
期末手当　 勤勉手当
2.60月分　  1.35月分

（1.45）月分　（0.65）月分

（平成22年度支給割合）
期末手当　 勤勉手当
2.60月分　  1.35月分

（1.45）月分　（0.65）月分

（平成22年度支給割合）
期末手当　 勤勉手当
2.60月分　  1.35月分

（1.45）月分　（0.65）月分
（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級

による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級

による加算措置
（注）（　　）内は、再任用職員にかかる支給割合である。
【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

勤務評定については、平成20年度見直しを実施した。能力評価については
毎年12月31日、実績評価については３月31日を基準日とし、評価結果を全
職員に対し、反映させている。

（２）退職手当（平成23年４月１日現在）
寒　川　町 国

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続20年　　23.50月分　30.55月分
勤続25年　　33.50月分　41.34月分
勤続35年　　47.50月分　59.28月分
最高限度額　59.28月分　59.28月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置（2〜10％加算）
　一人当たり平均支給額
　　　　　　18,995千円　26,976千円

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続20年　　23.50月分　30.55月分
勤続25年　　33.50月分　41.34月分
勤続35年　　47.50月分　59.28月分
最高限度額　59.28月分　59.28月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置（2〜20％加算）
　
　

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、22年度に退職した職員に支給し
た平均額である。

（３）地域手当（平成23年４月１日現在）
支給実績（平成22年度決算） 142,821千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 411,588円
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度

全域 10％ 347人 全域０％
【参考】　神奈川県（県職員）の支給率は、県内全域10％

（４）特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）
支給実績（平成22年度決算） 941千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 32,435円
職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） 8.0％

手当の種類 6種類

手当の名称 主な支給対象職員 支給区分 左記職員に対
する支給単価

感染症接触手当

感染症患者の救護、家屋等の消
毒または病毒汚染物の処理作業
に従事した職員

日　額 500円

感染症家畜またはその疑いのある
家畜の防疫業務に従事した職員 日　額 500円

有害毒薬物取扱手当
衛生または農業関係において人体に
有害なまたは特に危険性を有する毒
薬物を取扱う業務に従事した職員

日　額 500円

行旅死亡人及び
変死人取扱手当

行旅死亡人または変死人を取扱
う業務に従事した職員 １件 4,000円

清掃作業手数料 美化センターの投入そうまたは貯留
そう内部の清掃作業に従事した職員 作業１回 1,000円

救急業務手当

救急車による救護作業に従事し
た消防職員 日　額 500円

救急救命士法第44条に規定する救
急救命措置に従事した救急救命士
の資格を有する消防職員

出動１回 510円

危険作業手当 現場作業または高所作業に従事
した職員 日　額 500円

（５）時間外勤務手当
支給実績（平成22年度決算） 90,561千円
職員１人当たり平均支給年額 252千円
支給実績（平成21年度決算） 97,581千円
職員１人当たり平均支給年額 267千円

（６）その他手当（平成23年４月１日現在）

６　特別職の報酬等の状況（平成23年４月１日現在）
区　分 給料月額等

給　　料
町　長 663,200円（829,000円）
副町長 605,700円（673,000円）
教育長 556,200円（618,000円）

報　　酬
議　長 442,000円
副議長 366,000円
議　員 339,000円

期末手当

町　長
（平成22年度支給割合）

3.8月分副町長
教育長
議　長

（平成22年度支給割合）
4.25月分副議長

議　員

退職手当

（算定方式）　　　　　（1期の手当額）（支給時期）
町　長 給料月額×在職月数×37.5／100　14,922,000円　任期ごと
副町長 給料月額×在職月数×25.0／100　 8,076,000円　任期ごと
教育長 給料月額×在職月数×20.0／100　 5,932,800円　任期ごと

※　１　給料および報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額および支

給率に基づき、１期（４年=48月）勤めた場合における退職手当の見
込額である。

７　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）
区　分

部　門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成23年 平成22年

一
般
行
政
部
門

議　　会 ５人 ５人 ０人

業務の見直しによる

（参考）
人口１万人当たり
職員数43.43人

総　　務 70人 70人 ０人
税　　務 20人 20人 ０人
農林水産 ７人 ７人 ０人
商　　工 ３人 ３人 ０人
土　　木 45人 43人 ２人
民　　生 27人 26人 １人
衛　　生 29人 29人 ０人
小　　計 206人 203人 ３人

特
別
行
政

部
門

教　　育 65人 65人 ０人
消　　防 49人 50人 △１人　 業務の見直しによる
小　　計 114人 115人 △１人　

計 320人 318人 ２人
（参考）
人口１万人当たり
職員数67.47人

公
営
企
業
等

会
計
部
門　

下 水 道 10人 10人 ０人
そ の 他 21人 20人 １人
小　　計 31人 30人 １人 業務の見直しによる

合　　計
351 人 348 人 ３人 （参考）

人口１万人当たり
職員数74.01人（394 人） （394 人） （０人）

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　　２　（　）内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成23年４月１日現在）

区　分 20歳
未満

20〜
23

24〜
27

28〜
31

32〜
35

36〜
39

40〜
43

44〜
47

48〜
51

52〜
55

56〜
59

60歳
以上 計

職員数 0人 16人 24人 29人 24人 48人 51人 37人 43人 38人 41人 0人 351人

町職員の給与・定員管理等について

※グラフ中の数
字は各級の職員
数です。

8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級
1級

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

100％
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0
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9
9

2334 27
7

11 9 9

手
当
名

内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（22年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額
（22年度決算）

扶
養
手
当

配偶者 13,600円

異

13,000円

48,369千円 254,571円

配偶者以外の
扶養親族のう
ち２人まで

6,500円 6,500円

配偶者のいな
い場合の扶養
１人まで

11,100円 11,000円

扶養親族でな
い配偶者を有
する場合の１
人目の子等

7,100円 6,500円

その他の
扶養 5,000円 6,500円

特定扶養 5,000円 5,000円
住
居
手
当

自己所有住宅居住者 12,500円 異 2,500円 48,628千円 140,952円借家・借間居住者 上限28,800円 上限27,000円
通
勤
手
当

交通機関利用者 運賃相当額 円
異

上限55,000円
14,609千円 61,641円交通用具使

用者
1,700円〜

21,100円
2,000円
24,500

〜
円

管
理
職

手　

当
管理職職員 88,000円〜

58,000円 異 139,300円
46,300

〜
円 49,100千円 804,909円

宿
日
直

手　

当
宿日直勤務 6,500円 異 4,200円 1,646千円 9,915円

70 75 80 85 90 95 100 105

99.3

96.6
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平成23年
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（単位：人） 構成比　　　　　　5年前の構成比
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（１）職員の総数
一般職の職員の条例上の定数と現在の職員数（定数の範囲内で職員を置いています）
　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

平成23年度 平成22年度
職員定数 394 394

職員数 351（19） 348（13）
93（１） 91（１）

（注）１．職種には、一般行政職、技能労務職などがあります。
　　　２．（　　）内は、短時間勤務職員であり、外数です。
　　　３．下段は、女性の職員数であり、内数です。

（２）採用者の状況
①職種別・採用方法別職員数
　採用方法は、試験による採用と選考による採用があります。試験
　採用については、一般行政職の１次試験は教養試験または専門試
　験、２次試験は作文および面接を主な内容としています。

平成22年度
試験採用 選考採用 計

一般行政職 10 ０ 10
２ ０ ２

消防職 １ ０ １
０ ０ ０

合計 11 ０ 11
２ ０ ２

（注）各職種の下段は、女性職員の採用者数であり、内数です。

（３）人事異動制度の概要と実施状況
職員を昇任および降任以外の方法で他の職員の職に任命することを言います。
平成22年度の人事異動者数

区　分 町長部局 教育委員会
部長級  ４ （３）  ０ （１）
参事級  ３ （４）  ０ （１）
課長級  21 （20）  ４ （４）
その他  59 （57）  17 （11）
合　計  87 （84）  21 （17）

（注）１．「教育委員会」には、校長、教頭、教諭等は含まない。　２．（　　）内は平成21年度の状況です。
　　　３．町長部局には、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防を含む。

（４）女性職員の管理職員への任用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月1日現在）

年　　度 平成23年度 平成22年度
人　　数 10 10

全常勤職員に占める割合 2.8％ 2.9％
全管理職員に占める割合 18.2％ 16.7％

（５）退職者の状況
　　退職者には、以下の事由の退職があります。
　　○定年退職：定年（原則60歳）により退職する場合
　　○勧奨退職：人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職する場合
　　○自己都合退職：本人の都合により退職する場合
　　○その他：死亡等による退職等
事由別退職者の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年度）

定　年 勧　奨 自己都合 その他 計
一般行政職 ８　　(10) ０　　(２) １　　(６) ０　　(０) ９　　(18)

うち管理職 ６　　(９) ０　　(２) １　　(１) ０　　(０) ７　　(12)
技能労務職 ０　　(１) ０　　(０) ０　　(０) ０　　(０) ０　　(１)

うち管理職 ０　　(０) ０　　(０) ０　　(０) ０　　(０) ０　　(０)
計 ８　　(11) ０　　(２) １　　(６) ０　　(０) ９　　(19)

うち管理職 ６　　(９) ０　　(２) １　　(１) ０　　(０) ７　　(12)
（注）　（　　）内は平成21年度の状況です。

（６）再任用の状況
　　再任用とは、高齢者雇用のため定年退職者を再雇用する制度です。
　　なお、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤務職員と、それよりも短時間勤務する短時間勤務職員があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年度）

職種 常時勤務 短時間勤務
一般行政職 ０（０） 10（８）
技能労務職 ０（０） ３（３）

計 ０（０） 13（11）
（注）　１．（　　）内は平成21年度の状況です。　　２．職種は再任用時の職種です。

（７）外郭団体等への管理職の再就職の状況について
　　退職時に管理職であった者についての外郭団体等への再就職の状況は以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年４月１日現在）

再就職先 他の地方公共団体 特定地方独立行政法人 外郭団体 非営利団体（他の項目に
該当する者を除く）

営利企業（他の項目に該
当する者を除く） 自営業

再就職者数 ０ ０ １ ２ ０ ０
（注）　外郭団体とは、土地開発公社、（株）さむかわ公共サービスなど、寒川町が資本金または基本金等の25％以上を出資している法人をいいます。

（８）身体障害者および知的障害者の任用状況

法定雇用率　　　　2.1％ 平成22年度　　　4.64％

（９）給与改定の概要
　　平成23年９月に人事院が国家公務員の給与について行った勧告（人事院勧告）に準じて行った平成23年12月の給与改定の概要は次のとおりです。
（一般職）

項　目 寒川町の改定状況 国の改定状況

給　料
人事院勧告に基づき改正

行政職給料表１　△0.21％（加重平均）
行政職給料表２　△0.10％（加重平均）

─

（10）旅費の概要
　　公務出張に要する費用を旅費として支給します。その支給内容の概要は次のとおりです。　（平成23年４月１日現在）

鉄道賃・船賃・航空賃・車賃 運賃等を支給しています。
日　当 外国への出張の日数に応じ定額で支給しています。
食事料 車中泊等をした場合には、夜の食費を支給しています。
支度料 外国への出張、赴任には、支度に要する費用を支給しています。

（11）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　　①職員の勤務時間、休憩・休息時間の概要　（平成23年４月１日現在）
　　職員の勤務時間は、午前８時30分から午後５時15分までの１日７時間45分です。
　　　　 8：30　　　　　　　　　　　  12：00　　　  　  1：00　　　　　　　 　　　　 5：15

休 憩 時 間

　　②職員の年次休暇の概要と取得状況
　　労働基準法の規定に従い、原則として１年に20日の有給休暇があたえられます。（各年１月１日から12月31日）

平成22年の平均取得日数 平成21年の平均取得日数
7.4日 7.5日

　　③介護休暇の概要と取得状況
　　職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度があり、連続する６月取得することができます。介護休暇は、１日単位ではなく、時間単位で取得することもできます。

取得者
平成22年度 平成21年度

介護休暇 ０　（０） ０　（０）
（注）　（　）内は、女性の取得者数であり、内数です。
　　④職員の育児休業の概要と取得状況
　　職員が育児をするための休業制度があり、最長３年間取得することができます。育児休業は連続した日単位で部分休業は時間単位で取得することができます。

取得者
平成22年度 平成21年度

育児休業 ９（９） 10（10）
部分休業 １（１） ０（０）

（注）　（　）内は、女性の取得者数であり、内数です。

（12）職員の分限処分および懲戒処分の状況（平成22年度）
　　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。分限処分とは公務の能率の
　　維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさわしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。
　　①分限処分者　合計　１人　　　②懲戒処分者　合計　０人

（13）研修の基本方針・体系の概要と実施状況
①研修基本方針 ②研修概要と実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年度）

ア　住民サービスを充実させるため、職員の接遇
能力・説明能力の向上を図り、住民から信頼さ
れる職員を育成します。

イ　住民ニーズの多様化・高度化に伴い、今後増
大する行政需要に対し、創造的に取り組み、効
果的な企画・行動をおこせる職員を育成します。

ウ　組織として何を行うべきか、その職務に対し
常に問題意識を持ち意識改革を図るとともに、
行政目標の実現に向け行動する職員を育成しま
す。

エ　急速に社会環境の国際化が進む中、国際的・
広域的な視野、多角的な視点で行政課題をとら
え、また住民とのパートナーシップにより市民
感覚をもって行政を考えられる職員を育成しま
す。

オ　職務における職員育成（OJT）の重要性につ
いて共通認識を持たせ、各職場での職場研修を
フォローするとともに職員が自ら学ぶ学習的風
土の醸成に努めます。

１．職場研修

２．職場外研修 Ａ　集合研修 （１）階層別研修 （Ａ）町実施研修 新採用職員研修
主任主事級研修

（Ｂ）研修センター実施研修

新採用職員研修
初級研修（主事級対象）
中級研修（主任主事級対象）
新任監督者研修（主査級対象）
現任監督者研修（副主幹級対象）
管理者研修（部・課長級対象）

（２）実務研修 「地方公会計制度の意義」

（３）地域別研修 ２市１町合同研修
３町合同研修

（４）一般研修 「認知症サポーター養成講座」
市町村研修センター

Ｂ　専門派遣研修 市町村職員中央研修所
自治大学校
日本経営協会（NOMA）
都市整備技術センター
全国建設研修センター
日本人事行政研究所

Ｃ　視察研修 行政課題視察研修（実施なし）
３．自己啓発研修 通信教育助成

（14）職員の健康の保持増進
　①労働安全衛生法に従い、職員の健康診断を年１回実施しております。
　②産業医による相談窓口、執務環境のチェックを実施しております。

総務課 （７４）１１１１内線２１４職員担当FAX（７４）９１４１

人事行政運営等の状況に関する公表

②採用試験の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年度）

受　験　者 １次試験
合格者

２次試験
合格者 最終合格者 倍　　率

一般行政職
 166 （211）  41 （49）  29 （14）  11 （11）  15 （19）
 54 （57）  11 （８）  11 （３）  ２ （２）  27 （29）

技　術　職
 12 （17）  ５ （８）  ４ （１）  ２ （１）  ６ （17）
 １ （０）  １ （０）  １ （０）  ０ （０）  ０ （０）

合　　　計
 178 （228）  46 （57）  33 （15）  13 （12）  14 （19）
 55 （57）  12 （８）  12 （３）  ２ （２）  28 （29）

（注）１．各職種の下段は、女性の該当者数であり、内数です。
　　　２．（　　）内は平成21年度の状況です。
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問い合わせ先が役場の場合、電話番号は省略してあります。
申し込み時間は、特に記載のない場合午前８時30分から午後５時までです。
申込み方法の記載がない場合は原則当日受け付けです。

ん(宮山)●洋らん　井出一浩さん
(宮山)

産業振興課 内線283農政担当
FAX(74)2833

旭ファイバーグラス株式会社の
テニスコートが利用できます

利用時間　4月8日(日)から毎週
日曜日午前9時〜午後7時までの
間の2時間単位／ところ　旭ファ
イバーグラス株式会社湘南工場テ
ニスコート(砂入り人工芝テニス
コート1面)／対象　町公共施設
利用予約システムでテニス利用者
として登録している人
申し込み　町公共施設利用予約シ
ステムで利用日の5日前までに予約
※詳しくは、スポーツ振興課へお
問い合わせください。

スポーツ振興課 内線541
スポーツ振興担当FAX(75)9907

「はかり」の定期検査

　取引または証明に使用している
「はかり」は、2年に1回定期検査
を受け、「はかり」の正確さを保た
なければなりません。(公社)県計
量協会の職員が検査対象の事業
所や店舗等を巡回して検査します。
とき　4月中旬(検査日は事前に
通知します)
※取引または証明に「はかり」を
使用していて、次のいずれかに該
当する場合は、4月10日(火)まで
に産業振興課へご連絡ください。▲

購入してから今まで検査を受け
ていない▲

届出内容に変更があった▲

「はかり」を使用しなくなった
県産業技術センター計量検定所
045(421)3484
産業振興課 内線284商工観光

担当FAX(74)2833

国民健康保険・後期高齢者医療保険
休日納付相談

　通常の業務時間以外に納付相談
を受け付けます。納め忘れた保険
料の納付もできます。この機会に
ぜひご利用ください。
＜休日窓口相談＞
とき　4月29日(日)午前9時〜午
後3時まで／ところ　保険年金課

保険年金課 内線125収納担当
FAX(74)5613

関東東海花の展覧会入賞者

　2月3日から5日にかけて、サン
シャインシシティ文化会館(東京
都豊島区)で第61回関東東海花の
展覧会が開催され、町から10人
が入賞しました。入賞部門と入賞
者は次のとおりです。
＜銀賞＞
●花苗　谷澤正勝さん(宮山)、谷
澤貴正さん(宮山)●洋らん　北村
武彦さん(倉見)●一般切花　吉田
光晴さん(宮山)、福岡誠さん(宮
山)●一般鉢物　鈴木和憲さん(倉
見)
＜銅賞＞
●一般切花　横溝隆義さん(宮山)、
吉田武男さん(宮山)、金子隆夫さ

環境課 内線425環境保全担当
FAX(74)1385

スズメバチの巣を見つけたら

　町では、毒性や攻撃性が強く危
険なスズメバチに限り、巣の駆除
をしています。巣を見つけたら速
やかに連絡してください。 
巣の特徴(オオスズメバチを除く)
●丸い形のものが多く、全体にし
ま模様がある(作り始めは、とっく
り型)●ハチが出入りする穴が1つ

※ハチの大きさでなく巣の形で確
認してください。
※スズメバチ以外の巣の駆除は専
門の窓口にご相談ください。
＜害虫駆除等相談窓口＞

公益社団法人ペストコントロー
ル協会 0120(06)4643

環境課 内線425環境保全担当
FAX(74)1385

　町議会では、より主導的・機動的な活動を進める
ために導入した通年議会の会期を決定するため、次
のとおり平成24年第２回定例会を開催します。
とき　4月9日(月)午前10時から
ところ　町議会議場
定員　30人(先着順)
※通年議会とは、定例会の会期を１年間として閉会
期間をなくし、必要に応じて本会議・委員会を開け
るようにする制度です。

議会事務局 (74)1111内線342FAX(74)9141

会議の開催

は公開、 は非公開①とき②受
付時間③ところ④定員⑤内容⑥問
い合せ先⑦非公開の理由
※当日、内容によっては部分非公
開となる場合もあります。

▲

教育委員会定例会
①4月20日(金)午後1時30分から
②午後1時25分まで③分庁舎1階
会議室④5人(抽選)⑤未定⑥教育
総務課 内線513FAX(75)9907

お知らせ

指定校以外へ就学する場合は
手続きが必要です

　町教育委員会では、住所により
児童・生徒が就学する小・中学校
を指定しています。
　引っ越しなどにより住所が変
わった、家庭や児童・生徒本人に
特別な事情があるなどの理由で、
指定された学校とは異なる学校へ
の就学を希望する場合は、学校教
育課へ申請してください。
※詳しくは同課へお問い合せくだ
さい。

学校教育課 内線524学事担当
FAX(75)9907

はり･きゅう･マッサージ
受療券を交付します

対象　4月1日現在で、次のいずれ
かに該当する人●町内に1年以上在
住している75歳以上の人(昭和12
年4月1日以前に生まれた人)●介
護保険認定で要介護4または5と認
定されている人を在宅で介護して

いる同居の家族／交付枚数　年間
4枚(1枚利用につき2,500円助成)
申し込み　本人か同居の家族また
は依頼を受けた地区の民生委員児
童委員が本人の印鑑を持って高齢
介護課へ直接

高齢介護課 内線155高齢福祉
担当FAX(74)5613

妊婦健康診査費用の助成

　自己負担した妊婦健康診査費用
の一部または全額を助成します。
対象　4月1日以降に妊婦健康診
査を受診し、補助券が使えないた
め費用(保険診療分を除く)を自己
負担した人
申請方法　受診した日から6カ月
を経過する日まで(複数回分まとめ
て申請する場合は、最終受診日か
ら6カ月を経過する日まで)に、妊
婦健康診査用助成金支給申請書、
母子手帳、医療機関等の領収書等
(受診者名、受診日、妊婦健康診査
費用であることがわかるもの)、未
使用の妊婦健康診査費用補助券、
印鑑(朱肉で押印するもの)、本人の
通帳の写しを持って健康課へ直接
※申請書は健康課または町ホーム
ページで入手できます。

健康課 内線163健康づくり担当
FAX(74)5613

接種費用を全額助成します

　子宮頸
けい

がん予防、ヒブ・小児用
肺炎球菌ワクチン(細菌性髄膜炎
の発症を予防)の接種費用を全額
助成します。
＜子宮頸

けい

がん予防ワクチン＞
対象　●平成8年4月2日〜平成12
年4月1日生まれの女性(中学1〜3
年生、高校1年生相当)●平成24年
3月31日までに接種を開始してい
る平成7年4月2日〜平成8年4月1
日生まれの女性(高校2年生相当)
＜ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン＞
対象　町内に住民登録か外国人登
録がある生後2カ月〜5歳の誕生
日の前々日までの乳幼児

＊　＊　＊　＊
※任意の予防接種です。効果や副
反応などよく理解し体調のよいと
きに接種を受けましょう。
※予防接種費用の助成や町指定医
療機関について詳しくは、さむか
わ健康だよりまたは町ホームペー
ジをご覧いただくか、健康課へお

問い合わせください。
健康課 内線162健康づくり担

当FAX(74)5613

麻しん・風しん(MR)の予防接種
を受けましょう

　平成20年4月1日から5年間は次
の期間に生まれた人も定期予防接
種の対象です。無料で接種を受け
ることができるのは平成25年3月
31日(日)までですので、お早めに
町内または茅ケ崎市内の指定医療
機関で1回接種を受けてください。
●第3期　平成11年4月2日〜平
成12年4月1日(中学1年生相当)
●第4期　平成6年4月2日〜平成
7年4月1日(高校3年生相当、特例
として高校2年生で接種を受けて
いる人は対象外)

健康課 内線162健康づくり担当
FAX(74)5613

がん検診無料クーポンを送付します

　町が実施するがん検診(子宮頸
がん、乳がんマンモグラフィー、
大腸がん)の無料クーポン券を6
月初旬ごろに送付します。
　無料クーポン券が届く前に指定
医療機関で受診した場合は、自己
負担額を助成します。詳しくは無
料クーポン券に同封の受診案内を
ご覧いただくか、健康課へお問い
合わせください。
　対象者の生年月日については、
さむかわ健康だよりでご確認くだ
さい。

健康課 内線162健康づくり担当
FAX(74)5613

猫の不妊・去勢手術費の助成

　町では、野良猫や捨て猫の増加
を防ぐため、猫の不妊や去勢手術
費用の一部を助成しています。
対象　町に住民登録があり、猫を
飼っている人(１年度につき１世
帯1匹まで)／助成額　●不妊手
術(メス)5,000円●去勢手術(オ
ス)3,000円
※町内の動物病院で手術を受けて
ください。
申し込み　手術を受ける前に、印
鑑と預(貯)金通帳などの振り込み
先が分かるものを持って、環境課
へ直接(申請書は町ホームぺージ
で入手できます)

『月刊かがくのとも』

寒川総合図書館発信

この本、知ってる？
本棚のだ〜なくんの

ざっし

出版社　福音館書店

　５、６歳の子どもを対象にした月刊の科学絵本です。衣食住、自然、
工作、人間の体、動物など、子どもを取り巻くさまざまな事柄を題材に
しています。子どもの素朴な疑問に答え、好奇心を育て、科学の楽しさ
を伝える絵本です。

広 告

シルバー人材センターが生まれ変わります
　社団法人寒川町シルバー人材センターは法律改正に
伴い、平成24年4月1日より「公益社団法人寒川町シル
バー人材センター」に名称が変更されます。業務内容
は、今までと変わりませんので、これからもよろしく
お願いします。

公益社団法人 寒川町シルバー人材センター
寒川町小動982番地2　TEL74-7622　FAX73-0033

町議会定例会を開催します

koho
テキストボックス
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問い合わせ先が役場の場合、電話番号は省略してあります。
申し込み時間は、特に記載のない場合午前８時30分から午後５時までです。
申込み方法の記載がない場合は原則当日受け付けです。

除く)に在住する13歳以上(4月1
日現在)で、次のいずれかに該当
する人●療育手帳所持者●療育手
帳取得対象と準ずる障害のある人
●身体障害者手帳所持者
※障害の程度、内容によって、参
加できない場合があります。
申し込み　5月2日(水)までに福
祉課へ電話か直接

福祉課 内線134障がい福祉担当
FAX(74)5613

学童クラブ指導員

勤務場所　●わかばクラブ(旭
小学区)●星の子クラブ(南小学
区)／勤務内容　児童の遊びや生
活の手助け／勤務日　週3回程度
(ローテーション制)
※詳しくは各クラブへお問い合わ
せください。
申し込み　4月27日(金)までに事
前に電話(平日午後1時30分〜6
時)の上、各クラブへ直接

わかばクラブ (73)4802
星の子クラブ (75)3995

町長杯ソフトテニス大会出場者

とき　4月22日(日)午前9時から
(午前8時30分受け付け開始、雨
天の場合は4月30日(月)に順延)／
ところ　青少年広場／対象　町内
在住か在学または在勤の高校生
以上の人を含むペア／内容　一般
の部、シニアの部(45歳以上)／費
用　1人500円(保険代等)
申し込み　4月8日(日)までに町ソ
フトテニス協会へ電話かメールで

町ソフトテニス協会　大矢
(75)1275

i c h i n o m i y a 2 2 0 2 0 0 5 @
yahoo.co.jp

身体障害者協力登山会参加者

とき　5月20日(日)／ところ　大
平山(山中湖村)／対象　●身体障
害者　45人●支援ボランティア　
165人(いずれも抽選)／費用　
5,000円(交通費等、身体障害者は
無料、大・高校生2,500円、中学生
1,500円、小学生1,000円)
申し込み　5月13日(日)までに山
岳集団ベルククラブへ電話かファ
クスで(電話の場合は午後6時以降)

山岳集団ベルククラブ　室井
0465（23)0416FAX0465(23)6290

人(先着順)
申し込み　4月3日(火)午前9時か
ら寒川町公民館へ電話か直接

寒川町公民館 (75)0021
寒川町公民館生涯学習推進員会議
FAX(75)0021

企画展示「知りたい！なりたい！
あこがれの仕事」

　いろいろな仕事の紹介と、どう
したらその仕事に就くことができ
るのかが分かる本を展示します。
※資料は一部を除いて貸し出し可。
とき　4月17日(火)〜5月27日
(日)／ところ　寒川総合図書館

寒川総合図書館 (75)3615
FAX(75)3669

視覚障害者のための生活用具
勉強会・情報交換会

　七沢更正ライトホームの職員が
日常生活用具などの紹介とアドバ
イスをします。
とき　4月22日(日)午前10時〜午
後2時／ところ　南部文化福祉会
館／対象　視覚障害者とその家
族、ボランティア　20人(先着順)

町視覚障害者福祉協会　長田
090(2338)2098

さくらまつり

とき　4月8日(日)午前11時〜午後
2時(雨天の場合は4月15日(日)に
順延)／ところ　倉見桜緑道(JX日
鉱日石金属株式会社正門脇)／内
容　演芸、イベント、模擬店ほか
※桜の開花にあわせ、夕方から桜
緑道のちょうちんに点灯します。

さくらまつり実行委員長　一ノ瀬
&FAX(75)3138

募　集

県障害者スポーツ大会
卓球・サウンドテーブルテニス競技会

とき　6月10日(日)／ところ　県
立体育センター(藤沢市善行7-1-
2)／対象　県内(横浜、川崎市を

教室・講座

　　町民大学
　　町民大学とさむかわゆうゆう学園

ことばの訓練(機能訓練)

　月1回程度、言語聴覚士を中心
にグループでことばの訓練を行っ
ています。40〜64歳の人で脳血
管疾患などの後遺症があり、訓練
を希望する人はぜひご参加くださ
い。見学や体験もできます。
＜4月の訓練日＞
とき　4月13日(金)午後1時30
分〜午後3時30分／ところ　健康
管理センター
※5月以降の訓練日については広
報さむかわの行事予定カレンダー
でご確認ください。

健康課 内線162健康づくり担当
FAX(74)5613

　　離乳食講習会　かみかみ期

　3回食や離乳の完了について、

試食を通じて具体的な進め方を学
びます。
とき　5月28日(月)午後2時〜3
時30分／ところ　健康管理セン
ター／対象　8〜11カ月の赤ちゃ
んを育てている人と赤ちゃん　
15組(先着順)／持ち物　母子手
帳、子ども用エプロン・食器・ス
プーン、お手ふき
申し込み　5月1日(火)から健康
課へ電話か直接

健康課 内線163健康づくり担当
FAX(74)5613

　　弓道教室

　初心者が対象です。
とき　5月12日〜6月30日の毎週
土曜日(全8回)午前9時30分〜正
午／ところ　寒川総合体育館／対
象　町内在住か在勤または在学の
高校生以上の人　15人(抽選)／
講師　町弓道協会会員／費用　
200円(下がけ代)
申し込み　4月26日(木)までにス
ポーツ振興課へ電話か直接または
Ｅメールで

スポーツ振興課 内線542FAX
(75)9907

sports@town.samukawa.
kanagawa.jp

危険物取扱者試験対策受験準備講習会

　6月10日(日)に実施される危険

物取扱者試験に向けて受験準備講
習会を開催します。
とき　5月19日(土)午前9時30
分〜午後5時／ところ　茅ケ崎市
コミュニティホール(茅ケ崎市役
所分庁舎)／費用　9,000円(テキ
スト代等)
申し込み　4月4日(水)から消防
本部予防課へ直接
※受験願書、準備講習会申込書は
同課にあります。

消防本部予防課 (75)8002
予防担当FAX(75)8080

　　ちびっこクッキング教室

　朝食メニューを作ろう。
とき　4月28日(土)午前10時〜
正午／ところ　南部文化福祉会
館／対象　町内在住の小学生　
20人(先着順)／内容　ホット
ケーキ、ホウレン草入りスクラン
ブルエッグ、マカロニサラダほ
か／講師　生涯学習指導員／費
用　100円(材料費)／持ち物　エ
プロン、三角きん、ハンドタオル
申し込み　4月14日(土)午前9時
から同館へ費用を持って直接

南部文化福祉会館 (75)0281
FAX(75)1777

高齢者ガーデニング教室

　鉢花を育ててみませんか。
とき　4月23日(月)午前10時〜正

午／ところ　町ふれあいセンター／
対象　町内在住の60歳以上の人　
20人(抽選)／講師　町鉢物部会会
員／費用　1,000円(教材費等)
申し込み　4月16日(月)までに町
シルバー人材センターへ電話で

(社)町シルバー人材センター
(74)7622FAX(73)0033

陸上競技体験教室

とき　●4月14日(土)●4月21日
(土)※いずれも雨天の場合は翌土
曜日に順延。／時間・対象　●午
前9時〜11時30分・小学生●午
前9時30〜正午・中学生以上／と
ころ　田端スポーツ公園／講師　
日本陸上競技連盟公認コーチほ
か／内容　基本的な動きを学ぶ／
持ち物　タオル、飲み物、運動の
できる服装で
申し込み　4月1日(日)午前9時か
らNPO法人スポーツクラブ1994
へ電話かEメールで

NPO法人スポーツクラブ1994
杉山 090(2558)8426

samukawa@samukawa.com

文教大学オープンユニバーシティ(春期)

　どうなる日本経済、医療事務講
座など全17講座(春期)を開催し
ます。開講日時、受講料などは講
座によって異なります。詳しくは
文教大学生涯学習センターへお問
い合わせください。
ところ　文教大学湘南校舎(茅ケ
崎市行谷1100)

文教大学生涯学習センター
0120(160)449

http://www.bunkyo.ac.jp/
stf/shougai/index.html

催　し

成人学習
カーネーション農家を訪ねて

　宮山地区の生産農家を訪ね、
カーネーションを鑑賞しながら品
種や歴史などを学びます。
とき　4月18日(水)(雨天中止)／
集合時間・場所　午後1時・寒川
総合体育館(午後4時ごろ解散)／
対象　町内在住か在勤の人　20

テレホンサービス　行政ミニ情報　 （７４）１０１０

歯科インプラント CT完備

1本￥250,000　￥400,000（税別）

ご予約はHP「スターインプラント」で検索
　　　　　　　　　　　  又はお電話で！

無料相談会実施中
(随時)

自由診療

〜
☆ジンマー社・ノーベルバイオケア社使用☆

℡0467-85-9070
ＪＲ茅ケ崎駅南口すぐ/日曜・祝日　休診

入れ歯でお悩みの方は
ご相談ください！！

医療法人樹会 高嶋歯科医院
院長　高嶋芸樹

広 告

　使わなくなった物や、いらなくなった物をごみにす
る前にもう一度活躍させてみませんか。
　飲食物、動植物、リサイクルに関係のない手作りの
物、電気製品の販売およびプロの出店はできません。

とき　5月19日(土)午前10時〜午後3時(天候不良の
場合は5月20日(日)に順延)
ところ　さむかわ中央公園
対象　町内在住の世帯・グループ　160店(先着順)
費用　500円(協賛金等)
※1世帯・グループにつき1区画で、出店場所の希望
は不可。
申し込み　4月2日(月)から「フリーマーケット出店
希望」、代表者の住所、氏名、電話番号、出店物の主
な内容を記入して環境課へ郵送で(4月20日(金)必着)
※申し込みは１世帯・グループにつき１枚まで。

環境課 (７４)１１１１内線４２４生活美化担当
FAX(７４)１３８５

ニコニコリサイクル
フリーマーケット出店者募集

koho
テキストボックス
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急病のときは
※事前に必ず連絡をしてからお出かけください。
午後10時以降の問い合わせ
町消防署 （７５）８０００
　次のようなときは迷わず１１９番通報してく
ださい。
●呼吸困難であるとき●意識がないとき
●胸が痛いとき●激しく頭が痛いとき

救急病院（平日の診療時間外や午後10時以降）
寒川病院（宮山１９３）（７５）６６８０
茅ケ崎市立病院（茅ケ崎市本村５-１５-１）
（５２）１１１１

茅ケ崎徳洲会総合病院（茅ケ崎市幸町１４-１） 
（８５）１１２２

茅ケ崎中央病院（茅ケ崎市茅ケ崎２-２-３）
（８６）６５３０

湘南東部総合病院（茅ケ崎市西久保５００） 
（８３）９１１１

耳
じ

鼻
び

咽
いん

喉
こう

科・眼科急患
　日曜日、祝日、年末年始の午前９時〜午後５時
の診療所は消防署に問い合わせてください。
町消防署 （７５）８０００

歯科急患
　日曜日、祝日、年末年始の午前９時〜午後５時

（正午〜午後１時は除く）
ところ　茅ケ崎市地域医療センター （５２）１６１１

かながわ小児救急ダイヤル
　夜間、子どもの急な体調の変化や症状につい
て、家庭でどう対処すべきか、すぐに医療機関に
かかるべきか看護師がアドバイスします。治療
や診断は行いません。（毎日午後６時〜午前零時）

O４５（７２２）８０００
♯８０００（携帯電話からでも可）

【平成24年３月16日現在】
　町のホームページにも掲載しています。詳しく
はお問い合わせください。

町民課 内線172住民協働担当 FAX（74）5613

有効利用の掲示板

行政情報をお伝えします。
さむかわ情報のひろば （FM83.1メガヘルツ）毎週月曜日　午前8：05～8：10

　　４月の行事カレンダー　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　毎月第1・第3土曜日（1月1日〜1月3日は除く）の午前中
　　　　　　　　町民課の窓口を開設しています。
とき　午前8時30分〜正午／ところ　町役場1階町民課窓口
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

土曜開庁

譲ります
▶ベビーラック▶スキーウエア(100cm)▶ベビーベッ
ド▶ベビーゲート▶ベビーサークル▶ベビーカー(B
型)▶紙おむつ処理ポット▶マッサージチェア▶日本
人形(ガラスケース入り)▶こいのぼり一式▶携帯ラジ
オ▲碁石
求めます

▶ベビーカー(A型)▶バイオリン(1/4サイズ)▶倉見
幼稚園男児スモック・体操服▶三味線▶チャイルド
シート

空間放射線量の測定結果　測定場所　町役場中庭地上1メートル／測定日　３月15日
測定値　毎時0.043マイクロシーベルト（健康への影響は心配ない数値でした）

環境課 (74)1111内線425FAX(74)1385

行事・イベントなど 各種相談　（予＝予約制） 会議（公は公開、非は非公開） 休日当番医・健診などの健康事業　（保＝予約制・申込制）

１日 日 １日 日 当五島クリニック (74)8180

２日 月
消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで)／
多重債務法律相談( 茅 13:15〜16:15)【予約およ
び事前相談】

２日 月

３日 火 ３日 火

４日 水 初心者写真教室[11日] 法律相談( 相 13〜16時)【予】 ４日 水

５日 木 町立小・中学校始業式、入学式／体操の日 ( 健
10:00〜11:30) 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) ５日 木

６日 金 巡回ひろば( 北 10:00〜11:30)／３Ｂ体操講習
会[20日］ 成年後見相談( 相 13〜16時)【予】 ６日 金

７日 土
臨時窓口開庁(8:30〜12:00)／おはなし会図／
おはなし図書館( 北 10:30〜11:00)／子ども囲
碁将棋教室( 北 10:00〜11:30)

７日 土

８日 日 第62回観桜駅伝競走大会／県障害者スポーツ大
会[13、20日] ８日 日 当玉井産婦人科・小児科 (74)2920

９日 月 子育てひろば( 健 10:00〜11:30) 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) 公町議会定例会 ９日 月

10日 火 狂犬病予防注射(小動神社・菅田公園) 人権相談( 相 13〜16時、受付15時まで) 10日 火 1歳6カ月児健康診査( 健 12:40〜13:30)／エイズ相談・検
査( 保 9〜11時)／B型C型肝炎の検査( 保 11:00〜11:30)

11日 水 狂犬病予防注射(さむかわ中央公園・倉見桜緑道南
側公園)

法律相談( 相 13〜16時)【予】／多重債務法律相
談( 茅 13:15〜16:15)【予約および事前相談】 11日 水

12日 木 父親母親教室［20、27日］／狂犬病予防注射(倉見
地域集会所・青少年広場) 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) 12日 木

13日 金 おはなし広場幼児( 南 10:30〜11:15)／狂犬病
予防注射(一之宮公園・田端スポーツ公園) 司法書士相談( 相 13〜16時)【予】 13日 金 7カ月児相談( 健 9:00〜9:20)／2歳児歯科相談( 健 10:30

〜11:00)／ことばの訓練( 健 13:30〜15:30)

14日 土 おはなし会図／百人一首かるた教室( 北 10:00〜
11:30)／子ども会説明会／子ども科学少年団 14日 土

15日 日 15日 日 当木島医院 (75)0005

16日 月
消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで)／
多重債務法律相談( 茅 13:15〜16:15)【予約およ
び事前相談】

16日 月

17日 火 子育てひろば( 中 10:00〜11:30)／企画展示「知
りたい！なりたい！あこがれの仕事」[〜5/27] 17日 火

18日 水 体操の日 ( 健 10:00〜11:30)／巡回ひろば ( 倉
10:00〜11:30)／カーネーション農家を訪ねて

法律相談( 相 13〜16時)【予】／木造住宅無料耐
震相談( 都 10〜16時)【予 5人】 18日 水 アルコール教室( 保 14:30〜16:00)

19日 木 子育てひろば( セ 10:00〜11:30) 心配ごと相談( 社 9〜14時)【予前日16時まで】、
消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) 19日 木

20日 金 公教育委員会定例会 20日 金

21日 土
お は な し 会 図 ／ お は な し 図 書 館 ( 北 10:30〜
11:00)／ 子 ど も 囲 碁 将 棋 教 室 ( 北 10:00〜
11:30)

21日 土

22日 日 22日 日 当原田内科 (74)0702

23日 月 子育てひろば( 大 10:00〜11:30)／離乳食講習
会 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) 23日 月

24日 火 巡回ひろば( 一 10:00〜11:30) 人権相談( 相 13〜16時、受付15時まで) 24日 火 3歳6カ月児健康診査( 健 12:40〜13:30)／エイズ相談・検
査( 保 9〜11時)／B型C型肝炎の検査( 保 11:00〜11:30)

25日 水 行政書士相談( 相 9:30〜11:30)【予】／多重債務法
律相談( 茅 13:15〜16:15)【予約および事前相談】 25日 水 物忘れ相談( 保 13:30〜15:30)

26日 木 巡回ひろば( 南 10:00〜11:30) 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) 26日 木

27日 金 27日 金 ビーバー歯科検診( 保 13〜16時)

28日 土 おはなし会図／おはなし広場小学生( 南 13:30〜
14:00)／ちびっこクッキング教室 28日 土

29日 日 国民健康保険・後期高齢者医療保険休日納付相談
窓口(〜15時)　　　　　　　　　 　　昭和の日 29日 日 当さむかわ富田クリニック (72)5777

30日 月 30日 月 当永田外科 (75)6075

５月1日 火 国民健康保険料、保育料、介護保険料、後期高齢者
医療保険料、清掃手数料従量制4期納付期限 消費生活相談( 相 10〜16時、受付15時まで) ５月1日 火

ところの凡例（問い合わせ先）
健＝健康管理センター 公＝寒川町公民館 セ＝町民センター 社＝社会福祉協議会 （74）7621
相＝町民相談室（ 内線172） 北＝北部文化福祉会館 図＝寒川総合図書館 茅＝茅ケ崎市役所
都＝都市計画課（ 内線277） 南＝南部文化福祉会館 体＝寒川総合体育館 保＝茅ケ崎保健福祉事務所 （85）1171
倉＝倉見地域集会所 一＝一之宮公園管理事務所 中＝中瀬地域集会所 大＝大村地域集会所

当＝休日当番医　※診療時間　9〜22時（12〜13時と17〜19時は除く）
健康相談
　妊娠出産、子育て、思春期、生活習慣病予防や改善、禁煙、各世代の栄養な
どについて、保健師、管理栄養士、看護師と相談ができます。
　※健康課受付時間　平日 9:30〜11:30、13〜16時、面談希望の場合は要予約
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●町公式ホームページ
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp

●携帯電話用ホームページ
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/mobile/m/index.html

　２月18日から３
月４日にかけて、北
部公民館、南部公民
館、町民センターで
第34回公民館まつ

りを開催しました。
　各会場でサークルの発表、作品
展示・実習、模擬店、バザー、スタ
ンプラリーなどが繰り広げられ、いずれの会場も地域
の皆さんでに大いににぎわいました。
　作品を出品したり、発表に出演したり、会場に遊びに
来たりと、さまざまな形で公民館まつりに参加した地域
の皆さんが、「きずな社会　地域をつなぐ　公民館」の
標語どおり、交流し、つながりを深めていました。

人　口 4 7 , 4 3 7 人　	（14人減）
世　帯 1 8 , 1 9 8 世帯	（４世帯減）

（　）内は前月との比較　

平成22年国勢調査確報値を基に推計しています。

３月１日の人口と世帯

TOWN  MAYOR’S  EYE

木村町長見聞録
災害への日ごろの備えが大事！
“平時にできないことは、非常時にもできない”
　昨年の３月11日に発生した東日本大震災から一
年が経過しました。
　未

み　ぞ　う

曾有の災害であったため、復興への道のりが
困難を極めている。被災地への支援は引き続き継
続していかなければならないが、大事なことは私
たちがこの災害から何を学び、どのように取り組
んでいくかだと思います。
　非常時においては普段やっていないことが、
いきなりできることはない。ですから、日常の中で
“災害発生！”のときに、どのように行動するか、
しっかりと取り組んでおくことが重要となります。
　町では、この４月から毎月第１日曜日を「家族
防災会議の日」とし、災害が発生したときに、ど
こに、どのような経路で各自が行動するかなどを
話し合う日と定めました。
　また、普段から水や食
料、ラジオ、懐中電灯な
どを点検し、備えること
も必要です。
　「備えあれば憂いな
し」これを合言葉として
自衛策を一人ひとりが持
ち続けていただきたい。

みんなの安全のために 湘南ベルマーレの選手が表敬訪問
　３月４日、寒川総合体育館で町消防団の団員を
対象に消防団危険予知訓練研修を開催しました。
　これは消防団の活動場面を想定し、どんな危険が
潜んでいるのか、どのようにすればその危険を回避
できるかを考え、共有し、危険予知の力を身に付ける
ためのものです。
　「人間は間違え
を起こす。声に出
し、指さし確認す
るという動作で間
違 え を 減 ら す こ
と」などを講義で
学んだ参加者は、
分団ごとに別れ、活動場面を想定したシート上
で、声を出し、指さし確認しながら消火活動のシ
ミュレーションを行いました。
　参加者からは「今までは火しか見ていなかっ
た。これからは周りもよく見て活動しようと思
う」との感想がありました。

　２月23日、寒川町
をホームタウンとして
いる湘南ベルマーレの
大槻周平選手(写真左)
と永木亮太選手(同右)
が木村町長を表敬訪問
しました。
　木村町長は、湘南ベ
ルマーレの優勝と両選
手の今後の活躍に期待を込めて寒川特産のスイー
トピーを贈呈しました。

　 ま た 木 村 町 長 は ３ 月 ４ 日 、
Shonan BMWスタジアム平塚
で行われた湘南ベルマーレの開幕
戦で始球式を行いました。
　湘南ベルマーレは、永木選手な
どの活躍により２対１でこの試合
に勝利し、開幕ダッシュに成功し
ました。

声を出して指さし確認

サイン入りフラッグや
チャリティー・チケッ
ト60席分などをいただ
きました

大規模災害発生時の食
糧を確保するため、町が
備蓄しているものの例




